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開 会 午前９時３０分

西井委員長 ただいまの出席委員は７名で、定足数に達しておりますので、これより厚生文教常任委

員会を開会いたします。

皆さん、おはようございます。12月議会の厚生文教常任委員会でございますが、12月、師

走ということで大変お忙しいところ、全員参加してもらいましてありがとうございます。本

日の議題はいろいろありますが、慎重審議のほど、ご協力よろしくお願いいたしまして、開

会のご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。

委員外議員の出席をご紹介いたします。吉村優子議員、岡本議員、増田議員、川村議員、

松林議員、以上でございます。どうかよろしくお願いいたします。

なお、発言される場合は、必ず挙手をいただき、指名いたしますので、マイクの発言ボタ

ンを押してからご起立いただき、必ずマイクを近づけてから発言をされるようお願いいたし

ます。

それでは、ただいまより本委員会に付託されました付議事件の議事に入ります。

なお、審査の順番につきましては、お手元に配付の次第のとおりとさせていただきます。

初めに、議第64号、 城市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴

う関係条例の整備に関する条例を制定することについてを議題といたします。

本案につき、提案者の内容説明を求めます。

上下水道部長。

西口上下水道部長 上下水道部、西口でございます。よろしくお願いいたします。

ただいま提案いただきました、議第64号、 城市下水道事業に地方公営企業法の規定の全

部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについてご説明申し上

げます。

総務省では、地方公共団体が公営企業の経営基盤の財政マネジメントの向上等に更に的確

に取り組むため、民間企業と同様の会計方式を取り入れ、経営資産等の状況の的確な把握、

弾力的な経営を実現することを推進しており、平成27年１月に、人口３万人以上の市町村は、

令和２年４月までに、公共下水道事業を公営企業会計に移行するように国からの要請がござ

いました。その取り組みといたしまして、令和２年４月１日より、下水道事業に地方公営企

業法の規定の全部を適用するに伴い、関係条例の整備を行うものでございます。

主な改正の内容でございますが、 城市行政組織条例ほか、11本の改正でございます。そ

れでは、 城市行政組織条例の一部改正からご説明申し上げますので、新旧対照表の１ペー

ジ目をお願いいたします。

ページの中ほど、第１条で、上下水道部が市長の事務部局から抜けることになりますので、

上下水道部を削ります。

次に、３ページをお願いいたします。３ページの下の方、第２条の事務分掌についても同

様の削除となります。

続きまして、４ページの 城市情報公開条例でございます。第２条第１号で、水道事業管

理者が上下水道事業管理者となります。
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次に、５ページ、 城市個人情報保護条例でございます。第２条第２号で、同様に水道事

業管理者が上下水道事業管理者となります。

次に、７ページをお願いいたします。 城市職員定数条例でございます。第１条で、水道

から上下水道へ、それと、第２条で、市長の事務部局より上下水道の事務部局へ移動するた

め、第１号で、市長の事務部局の職員を287人から282人へ、また第８号で、上下水道の事務

部局の職員を20人から25人へ改正するものでございます。

次に、８ページをお願いいたします。 城市特別会計条例でございます。特別会計から企

業会計に移行するため、 城市下水道事業特別会計を削り、第５号を第４号とするものでご

ざいます。

次に、９ページをお願いいたします。 城市減債基金条例でございます。第６条第５号で、

一般会計から特別会計へ繰出す繰出金が削除となります。

次に、10ページからの下水道条例でございます。主な改正としては、市長を上下水道事業

管理者に置きかえまして、規則で定めるものを、管理者が定めるものとし、その関係する部

分におきまして所要の改正を行っております。

次に、飛びまして33ページ、 城市水洗便所改造助成条例でございます。ここでも同様に、

市長を上下水道事業管理者に、規則を管理者に改めるものでございます。

続きまして、34ページ、 城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例では、第４条

で、水道事業管理者を上下水道事業管理者に置きかえます。

次に、35ページをお願いいたします。 城市水道事業及び下水道事業の設置に関する条例

でございます。 城市水道事業設置等に関する条例に下水道事業を追加するもので、見出し

の水道事業の後に下水道事業を追加し、以下、水道事業を上下水道事業に、水道事業管理者

を上下水道事業管理者に改正するもので、以下、所要の改正を行いまして、第２条で、下水

道事業に地方公営企業の企業法の全部を適用することをうたっております。

続きまして、38ページをお願いします。 城市水道事業の剰余金の処分等に関する条例で

ございます。水道事業を上下水道事業とし、水道事業管理者を上下水道事業管理者とするも

のでございます。

最後に、40ページ、 城市水道事業給水条例でございます。第２条第２項で、水道事業管

理者を上下水道事業管理者に改め、第38条第５号で、規則を管理者の定めとするものでござ

います。

附則といたしまして、施行期日は令和２年４月１日とし、施行日以前に市長に対してなさ

れる申請手続処分等は、管理者からなされた行為とみなすとされています。

以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますよう

お願いいたします。

西井委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。

谷原委員。

谷原委員 ただいま説明いただきました下水道事業についてであります。これにつきましては、先ほ
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ど来説明がありましたけど、平成27年より、総務省が３万人以上の都市につきましては、下

水道事業に当たって経営状況を的確に把握するため、公営企業法の中に基づく会計において、

財務三表に基づく適切な会計のあり方へ移行していくということが指導されてきたというこ

とであります。３万人以上の都市は、来年度４月から、この会計に移行していただきたいと

いうことで、今、土地改良組合の方も財産把握のためにそういう会計を導入しなさいという

ことで指導があるようですけれども、これについても大変労力が要るということで、３万人

以上の都市につきましてそれが進められるように、政府も予算をとって専門的な援助も含め

て、この間、多分、公営企業会計の方へ移行するという準備をなさってきたと思うんです。

そこで質問なんですけども、今回、 城市におきまして、今回の条例で出てきてますのは

公営企業法の全適用であります。しかし、会計のみだと一部適用でいいわけでありますけれ

ども、私も、総務省のホームページに公営企業会計の移行についてたくさん文章が掲載され

てますので、見ました。2019年４月24日の、これは総務省自治財務局公営企業課、ここが一

貫して公営企業会計の推進ということで、地方自治体の方に対してさまざまな援助を行って

きた課であろうと思いますけれども、公営企業の経営改革推進に向けた重点施策に関する説

明会の資料として、公営企業会計の適用拡大についてということでホームページにも載って

いるわけですけれども、ここにも、私、ほかにも読んでよくわからないのは、これは質問な

んですけれども、公営企業法の全適用と一部適用と２つ使われてるんです。資料の中には、

市町村によっては一部適用してる市町村もあれば、全適用をしてる市町村もある。公営企業

会計に移行するに当たっての公営企業法の一部適用及び全適用というのは、どういうことな

のかについてお伺いします。

西井委員長 井邑課長。

井邑下水道課長 おはようございます。下水道課、井邑でございます。よろしくお願いします。

ただいまご質問のありました、全部適用と一部適用について、その違いにつきましてご説

明申し上げます。

全部適用は、企業公営企業法の規定の組織体制、財務規定、職員の身分取扱い、主にこの

大きく３つの全てを適用することを全部適用と申します。一方、一部適用と申しますのは、

今言いました３つのうち、財務規定のみ適用するものでございます。

以上でございます。

西井委員長 谷原委員。

谷原委員 今、ご指摘がありましたように、全部適用というのは、組織も 城市のこれまで特別会計

であったものを切り離して、市長部局であったものを切り離して公営企業として独立させる

ということですよね、組織としては。だから、この間たくさん、今、ご説明があった条例改

正も、１本ではなくてたくさんの条例改正案になってると。当然、職員の身分も変わってき

ます。変わりますよね。これは、市長部局から組織を切り離すわけだから。財務は公営企業

会計に移りますと。これが全適用です。一部適用というのは財務だけなんです。

次にお伺いしますけれども、これは法的義務として全適用に３万人以上の都市は移らなけ

ればならないのか、それとも全適用にすべきか、一部適用すべきかについては、これについ
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ては地方自治体の判断に委ねられているものなのかについてお伺いします。

西井委員長 井邑課長。

井邑下水道課長 下水道課、井邑でございます。

ただいまのご質問でございますが、下水道事業の方は、水道事業が当然適用に対しまして、

任意適用とされているところでございます。その適用の内容については、全部適用である、

あるいは財務適用の一部適用であるかは、その市町村の判断に委ねられておるところでござ

います。

以上でございます。

西井委員長 谷原委員。

谷原委員 最後ですけれども、つまり、これは任意適用なんです。つまり、全部適用するか一部適用

するかは、まさに自治体、議会で判断することであります。だけど、議会でどれだけ委員が

そういう説明を受けて、この12月で判断するということになるのか。これ、私は大変な問題

だと思います。組織の大きな改変、職員の身分にかかわること、これが今回出て、任意適用

にもかかわらず、判断の材料をちゃんと示してきたのか。そのことを一言、議会に対して、

もうちょっと丁寧な説明が要ったのではないかと私は思います。これ、全適用にしますと独

立になりますから、私は、 城市の上水道については大変優良な経営されてますから、私も

財務三表を見て、これはすばらしい経営やと、なかなかいい財務内容やと。ところが下水道

につきましては３分の２が市の補助です。そんなのとてもではないけど、独立採算なんかで

きません。これを全適用にして独立したときに、赤字だと。これ、すぐ値上げにつながりま

すよ、市民の、場合によっては。水道の場合は優良な財務やから、値上げ、これは抑えろ、

抑えろと、もっと下げれるじゃないかと議論できるけれども、これ、全適用にしたら、市民

の皆さん全員にかかわることです。それを今回の議会でこれだけの説明でやるんですか。私

は、議員間討議も含めて、この議会でこれを決めるかどうかというのをしっかり議論してい

ただきたいと思っております。

以上です。

西井委員長 ほかに質疑はございませんか。

今の谷原委員の質問を受けまして、関連ですが、今、全適用と一部適用という話があり

ましたけれども、今回、全適用を出されましたが、メリット、デメリット、全適用、一部適

用あると思うんですが、それについてお答えいただきたいのと、今回なぜ全適用をすること

になったかということを知りたいというのが１つ目です。

それから、２つ目には、市長は今回、上下水道事業の管理者というふうなことになってま

すが、実態としては、当面の間は実務的には何の変更もないというふうに考えてよいのかと

いうこと、この２点、まずお伺いいたします。

西井委員長 井邑課長。

井邑下水道課長

まず、法の規定の全部を適用することに至った経過でございます。まず、 城市におきま
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して検討が開始されたのが平成26年度の法適用の基礎調査業務からでありまして、そのとき

には全部を適用する方向で検討するとされました。そこでは、理由といたしまして、まず第

１点、既に上下水道として組織が統合済みであり、組織統合に係る調整が不要であること。

２点目は、一部適用の場合、法適用を実施しても一般部局との調整が必要であり、事業運営

に関する機動性及び迅速性が図れないことが掲げられました。その後の検討におきましても、

先ほど申し上げた２点に加え、同じ市の法適用の企業でありながら、水道事業は全部適用に

対し、下水道事業が一部適用とした場合、市内部及び外部から見てもわかりづらい組織の状

態となることから、一部適用とする理由が見当たらないため全部適用といたしました。

それと、２点目につきましてですが、下水道事業の場合、条例に規定することによりまし

て、管理者を設置しない旨、規定することができます。その場合には、管理者の権限を市長

が行うことになります。実務的には大きな変更はない。ただ、一般で言われる市長と管理者

の権限を行う市長、そのトップの呼び名が変わるという認識でございます。

以上でございます。

西井委員長

今、伺ってましたら、最初から水道がもともと公営企業だったので、それに合わすよう

なことから、そもそもそこから全適用をまず最初からスタートしたというように受け取らせ

ていただきます。もし、間違いであったら、ご指摘いただきたいと思います。

市長のこれにつきましては、結局、例えば、この事業者というのは、今、市長とされてま

すけれども、後々、当然、管理事業者をかえることができるわけですね。例えば、平成29年

に大阪府柏原市は、それまで上水道部長であったのが市長にかわったりとか、何らかの理由

で、理由はわからないんですが、かわっていると。柔軟にすることによって柔軟に対応しよ

うということだと受けとめたんですが、そのような理解でいいのかというのがまず１つと、

それから、もう一つ、それに関連してなんですが、33ページです。 城市水洗便所改造助成

条例の第８条なんですが、もともと規則で定めるというものを、管理者がというふうに改め

てます。それから、同様に40ページも、 城市水道事業給水条例なんですが、第38条第５号、

これも規則も管理者の定めというふうに改めております。これは、同様に柔軟な対応、管理

というか、それをできるようにしたいというようなことなんでしょうか。これの意味すると

ころをお教え願います。

西井委員長 井邑課長。

井邑下水道課長 下水道課の井邑でございます。

ただいまのご質問でございます。まず第１点目のご指摘でございますが、柔軟な対応がで

きるというところにつきましては、委員おっしゃるとおりでございます。

それと、第２点目のご質問で、かなりの条例制定の中で、規則で定める旨を管理者が定め

ると改正しております。その理由でございますが、公営企業の管理者には規則を定める権限

がございません。そのかわりとして規程を定めることができます。その旨に従いまして、今

回の規則で等とあるのを、管理者が定める旨に改正したものでございます。

以上でございます。
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西井委員長

現実、これ、条例をまた変えな管理者かえられへんのやろう。その辺の答弁できたん。

井邑課長。

井邑下水道課長 申しわけございません。失礼いたしました。

まず、公営企業法では公営企業の管理者を置くことを原則としております。ただし、小規

模な公営企業、あるいは下水道事業につきましては、条例で管理者を置かない旨を定めるこ

とができます。その際には市長が管理者の権限を行うことになります。下水道事業には、水

道事業と同様に管理者を設置しないことと規定を定めております。

以上でございます。

西井委員長 この条例では管理者できたんやろう。そやから、さっき質問しはった中でいったら、か

えようと思うたら条例変更をせんなんいうことやねん。はっきりした答弁からいったらそう

いうことやから、条例からいったら決めてるねんから。

西川委員 休憩するんやったら、休憩してよ。

西井委員長 暫時休憩いたします。

休 憩 午前９時５５分

再 開 午前９時５７分

西井委員長 会議を再開します。

ほかに質疑はございませんか。

西川委員。

西川委員 今、谷原委員がおっしゃったように、谷原委員みたいに、わし、いろいろとインターネッ

ト引っ張ってきたりして、よう勉強してないさかいに余計わからへんけど、ほんまに唐突に

これ出てきたような気するわ。もともと言われてたのはわかってますよ、これ。公営企業と

してやった方がええんと違うんかと、すっきりするん違うかというようなこともあるんか知

らんけれども、３万人要件はどういうことかわからんけど、ほんまに、これ、わし、こうい

うことを全然理解してないねん。水道の企業会計であれば、いろんな事業をするのにいろん

なところから借金をして、償還をずっとやってきたと。そやけれども、皆努力して、高い利

息のやつの、その施設を整備しよう思うたら、どこかから借りて施設整備して、金ないさか

いに、財務省か、その辺、いろんなところから借金して、それを償還した。それで、利息高

いからこうしてくれよいうて、だんだん水道の方は努力して、今、自己水もあって、いろい

ろと安い水道を提供できてる形やねんけども、そやけど、これ、公営企業になって、今、当

初予算でやったら15億円ほど組んでたんかな。15億何ぼほどの歳入歳出。その部分が、来年

度４月１日施行、これ、いつの時点で企業会計の方へ移ってしまうんかな。そのときの、こ

れ、今、一切償還も出えへんのか。それ、どんな中身になってるのか。勉強不足で悪いけど

も、全然わからんわけや、これ。ぽんと全部移ってしもうたときに。それが国の方針やから、

そういうことにせんといろんな問題出てくるねんと、こういう指導やけど、出てくるねんと

いうのやったら、そういうことを議会にちゃんと理解をするように説明してくれてから、そ

れでぽんと出てくるのやったらええけど、これ、条例改正、はい、４月からします言うたら、
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全部職員やそんなんも含め、そのお金も、今の一般会計でやってたやつが全部企業会計やか

ら、市長の手言うたら行政の手から離れて、別会社をこしらえて、そっちへ移すいうことで

すやろう。そやけど、その別会社が、その人らが、下水をもう使わんで生活、別にうち、も

うくみ取り、こんな高いのやったらやめるわと、できるんならええけれども、そんなわけに

いけへんわけやんか、何ぼ別会社にしましても。ずっとそこのところが、どんな負担割合で

どうなってくるのかいうこともわからへんのや。うまいことよう言わんけど。そこらはどう

説明してくれるの。こんなん、ぽんとこれ、今出してきて。反対とか賛成とか言う前の段階

やと俺思うてまんねんけど。

西井委員長 もう一遍休憩入れようか。今言うたはる話からいったら、その辺の細かい説明をみんな

にしてもろうてから。

西川委員 条例改正の意味はわかります。赤字で書いてある。そやから、これをやった後の内容や、

どうなるのかが。条例改正の文言を、管理者はこうします、この職員をこっちへ移します、

こうします、組織改編でこうします、そんなんはわかる。

西井委員長

答えももらってないと。今、西川委員おっしゃるように、結局、ぽこっと出てきて、こうし

なければならないという国からの指針があれば、せんことが法律違反になるいう問題も出て

きたら問題やけど、今のとこせんでもええような雰囲気の話からいったら、その辺のメリッ

トとデメリットも含めて説明してもらわんかったら、採決のとりようがないというのが皆さ

んの意見ですね。そやから、このまま説明してもらいますか。休憩しましょうか。開いたま

ま説明してもろうたら、一番市民にも聞こえるねんけど。休憩しようか。どっちがええ。

副市長、答弁お願いします。

松山副市長 副市長の松山でございます。

西川委員から本当に重要なご質問をいただきまして、ありがとうございます。それから、

おりますので、まずは、全体の中で一番外枠といいますか、特にご心配いただいてます、料

金も含む一般会計とのかかわりについてを私の方からご説明したいと存じます。

今まで、ご質問の中で委員もふれられておりますように、水道事業につきましては既に企

業会計ということで、料金収入でその事業を賄うという形になっております。下水道事業に

つきましては、従来から一般会計ではなくて、一部その料金収入でもって経営もしておりま

すので、一般会計から、そういった意味では経理がわかりやすいようにということで既に特

別会計という形にはなっておりますが、特別会計の中での経理につきましては、基本的には

一般会計と同じ単式の会計でございますので、もうかっているのか損しているのかというこ

とは、基本的には歳入歳出のそれぞれの年度に係る総額だけが計上されておりますので、こ

れはわかりにくいと。さらにそこに、谷原委員ご指摘のとおり、水道ではなくて下水道につ

きましては、損得勘定だけで考えていいのかというところが非常にご懸念の部分であろうか

と思いますが、これ、実は、地方財政の全体の枠組みの中で、総務省の方からも繰出基準と

いう形で示されておりまして、現在もそれに従って繰出金の計算をしておりますが、下水の
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場合、一般家庭等から排出される本当の下水以外に、雨水、排水等の処理も含めて行ってお

りますので、どうしても料金収入に転嫁をする形で、収支だけを見て料金を設定するという

ことにはならない部分の公共的な部分も、実は下水道事業には多く含まれておりますので、

その部分につきましては、今、繰出基準という基準に従いまして、 城市独自の算定もしな

がら、繰出金という形で、水道に対しては、その経営に対しては一般会計から何もしており

ませんけども、今も下水道事業に対しては、下水特会に対して繰出金という形で一般会計か

らお金を出しております。こちらにつきましては、企業会計になりますと名前は変わるんで

ございますが、繰出金から補助金という名前に変えないといけないと思いますけども、基準

的には、不採算の部分につきましては、こういった形で公共的な役割があるということで、

引き続き一般会計から下水の、仮にご承認いただきまして企業会計に移ったときも、企業会

計にそういった支援をするという枠組みはとります。それとともに経理の方法を変えますと、

今度は毎年の経営の中で減価償却等も計上していきますから、毎年の損益計算書の中で一体

下水道事業が、それ以外の、逆に言いますと、水道事業と同じ形で料金収入でどこまでこの

事業を賄えてるかどうかということについての損益の判断をする部分というのは、それはそ

れでわかりやすくなると。したがいまして、下水道事業全体の中できちっと料金収入に転嫁

をしながら、企業としての経営がいいか悪いかということを判断する部分と、それ以外に、

これは全体の公共のためにやっているんだから、災害復旧等も入ってくるんですけど、そう

いった形の公共的な部分については、企業会計に移行しても、下水道事業につきましては、

そもそも経営が悪いから、そういった一般会計からの支援の仕組みがあるのではなくて、下

水道事業という特質から、一般会計からは引き続き、名前は補助金という形に変わるであろ

うとは思いますが、支援はしていかないといけない。マストの部分が残ってくるということ

もございまして、いずれにしましても、そういったことも含めて、一般会計予算の議論、そ

れから、仮に企業会計に移行したとしても、企業会計としての内容の経営の適正さについて

の議論、双方についてご審議いただける形になる。したがいまして、下水道事業といえども、

料金が適正かどうかということは、水道事業と同じく、これは検証していかないといけない

と。ところが、現時点ではそういったことが見えにくい会計になっているのが、見えやすく

なると。

もう１点、組織論でございますが、今回、特別に上下水道事業管理者を別には置きません

が、組織としては上下水道部という形で統合されて、水道課も下水道課も上下水道事業管理

者の管理のもとに入るわけですので、これもご議論の中で出てきてますように、３万人要件

を超えてますから、強制ではありませんが、とは言いながら、基本的には総務省の方で、そ

ういった方針でやりなさいということでありますので、基本的には強力なご指導をしていた

だいてる中で、一番小さい規模の部類の団体になりますので、水道課も下水道課もそれほど

多くの職員がいるわけではございませんが、それでも、統合することによりまして機動的に、

もし、何か緊急事態があったときに、水道課から下水道課に職員を移すなどということも、

そこは上下水道事業管理者の判断のもとで、人事的にも機敏に対応できる部分もあろうかと

も存じます。
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まずは総論的な部分でのメリット、デメリット、すいません、デメリットは余り申し上げ

てないと思いますけど、メリットの部分につきましてはそういったことでございまして、全

体の枠組みのご説明としては以上としたいと存じます。詳細の部分につきましてまだまだご

質問の点がございましょうから、そのあたりは部長あるいは課長の方から、また答弁を差し

上げたいと存じます。

以上でございます。

西井委員長 井邑課長。

井邑下水道課長 下水道課の井邑でございます。

まず、公営企業法適用に係るメリットあるいはデメリットについてご説明させていただき

たいと思います。メリットといたしましては、公営企業会計を導入することによる基本的意

義といたしましては、発生主義に基づく複式簿記による会計処理を行うことにより、資産を

含む経営状況を比較可能な形で適格に把握することで、大きく３つの効果があると考えてお

ります。まず第１点目は、将来の収支見通しなどを的確に行うことが可能となり、中長期視

点に基づき適切に判断することができるということです。次に、２点目は、ほかの類似の公

営企業などとの経営状況の比較を通じまして、経営成績や財政状態をより的確に評価判断す

ることができるということです。最後に、３点目は、比較可能で財政状況を把握しやすい会

計の採用、決算の早期化など、情報開示の充実がなされ、住民や議会によるガバナンスの向

上が期待されることです。

一方、デメリットといいますか、課題点といたしましては、企業会計担当職員の育成が必

要となってまいります。これにつきましては、研修会、講習会、あるいはほかの団体との交

流などを通じまして、企業会計に精通し、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算

書、剰余金計算書などの財務諸表を作成できる人材の育成が要求されます。

それと、もう１点、公営企業会計への移行後の一般会計からの繰出しの考え方につきまし

てでございます。公営企業の経費のうち、経費の性質上、企業に負担させることが適当でな

い経費、あるいは企業の性質上、企業に負担させることが困難な経費等につきましては、一

般会計から企業会計への繰入れが認められておるところでございます。公営企業会計への移

行の前後でこの繰入金に対する考え方に変更があるものではございません。それと、もう１

点、最後に、公営企業会計移行後の会計処理につきましては、令和２年度の予算より適用し

てまいりますので、３月議会の予算は公営企業会計に即した形でのご提案となってまいりま

す。

以上でございます。

西井委員長 西川委員。

西川委員 わかったようなわからん。要は、今後、下水道に一般会計から出るときは名前が変わって、

繰出金言わんと補助金という形で出すんやと。それを令和２年度の一般会計の方から出して

いくんやと。これは繰出金じゃない、補助金やと、こういう形。そやけど、補助金であろう、

繰出金であろう、さっき言うたように、下水道を維持するのに、下水道をやる企業、会社や

な、企業に負担させるべきか負担させるべきでないかを判断して補助金出すねんと。どこで
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どう判断すんのやと、ようわからんけれども、今、普及したるのがどんだけのものなのか。

今度工事やっていくときにどういう形になるのか。

それと、今、全部あそこへつないでるわな、県の方のとこへ。その負担金も出てきて、そ

れとともに、またそこがいろいろなことがあって上がってきたら、またそういうふうに上が

ってくるわけやけれども、水道の場合は県一に今度していくさかいに、それは、今、これか

ら議論もして、そこんところを今の水道料金維持しながら、将来を見ながら、議会も理事者

側もいろいろとええ方法をやるというんやけど、これは、そういうふうな自己水がどうのこ

うのって、これは努力のしようないわけ、下水みたいなもんは。あと、維持管理をしていっ

て、財産そのものを、水道やったら水道で配水管なんかは財産として入れてるわけやろう、

いろんな。それを消耗していくとか、こういう話やろう。下水のこれをずっとやってきて、

ほいで、その維持管理をどないして、今年度7,000万円ほど、もっと組んでんのか、補正で

今度出てくるんかどうか。減額は300何ぼやけどな、下水のやつ出たるけど、ほんまのとこ、

これ、お金のあれがどうなってくるのか。ほんまに補助金として、こんだけです、これでど

うしようもないさかいにいうて、今、水道料金と連携して値段定めてるんやろう。言えば、

量は、水道料金使うて、ほいで、こんだけやってやってるわけやろう。その料金そのものが、

見通しとして、今、全体を整備もしていかなあかん、そのときに、今、不安なこと言うたん

が、公営企業になったときに、そのメンテであろうが、それの入り用の補助金という名前に

変えて、それで、ここまでしかできません、このことしかできませんというふうなことが、

わしらわからんわけやな。どこまでは補助金で出すんか、どういう形で出すんか。それがわ

からん。赤字になっていくと。これは何ぼ赤字になっても、この項目は補助金の中入れられ

へんという項目が、どんなんあんのかもわからんし、自分らのメリットというのは、会社経

営に移れと国が言うてるねん、会社経営に移れいうことは、はっきりと損得を出せる複式簿

記か、そういう形で、資産、運営費、それと維持管理費、そういうふうなもん全部入りと出

をきちっとしなさいよ。ほいで、もうかってる企業が損してる企業からきちっと出しなさい

よと、そういうことやな。それでええねん、はっきりするの。そやけども、赤字になったか

らいうて補てんはせえへんと言うてるんやんか。単なる赤字やと言うただけでは補てんいう

か、補助金は出さへんと言うてるんかな。そこのところが懸念されるんや。ほんまに今のま

んま引き継いで、ほいで、谷原委員も言われるそこのところが、値上げなんか、赤字になる

のやら、いやいや、とんとんでいけるやら、いや、このままこないして普及も上げていって、

こうしたら黒字というか、黒字の経営はできへんやろうけども、とんとんの経営できるんや

というふうな見通しも全然勉強不足で、これ、それこそわからへんから、今度そういうふう

にはっきりとしはったときに、いろいろと企業会計やからこっち側へこの分、借金も、こっ

ちは収入はええ、収入も入れ、こんだけ財産ありまんねんという、現金と財産、これもこっ

ちへ全部入れて、ほいで、見比べて、今、市からこんだけ出して、全部の形は、シミュレー

ションとしても、こういう形になりまんねんというふうなもんを言うて、この条例の改正、

文言の改正、人の改正についてはこれを読めばわかるねんけど、そこらが判断するような材

料欲しいなと思うてんねんけどな、委員長。そやから、水道の会計みたいに、企業会計みた



－13－

いに、それを当てはめたようなもんがシミュレーションして出てきたらあれやろうけど、わ

からん。言わはるように、下水道の特別会計で、こんなんです、あんなんですというて出て

るねんけども、市が運営してたら、別に、それこそ赤字になろうが何になろうが、言えば、

一般会計からぽんと社内運営できやんかったら出していかなしゃあないから出さはるけど、

それ、あんまりええことか悪いことか知らんけども、あんまりそういうことをやらんと、ち

ゃんとせえよと、こういう国の指導やと思うねんけども。

もう一つだけ。副市長おっしゃった、公共性があって、下水には雨水も皆入ったるという

ことやけど、それは、奈良県内でそんなことがあるのかどうか知らんけど、大阪とかそんな

ん、雨水も皆入ってるわな、下水なんかへ。そやけど、奈良県で下水道管に雨水まで処理し

てるというようなことはあるのか。そういうこと違うんか。言うてる意味違うんか。

西井委員長 副市長。

松山副市長 副市長の松山でございます。

西川委員のご質問の中に、全体の今回の制度論の核心部分といいますか、ほぼ質問の形で

網羅いただいてると思います。それに対するお答えなんですが、まずは、現時点で 城市と

して下水道という事業を運営しているわけでありまして、これを継続していくわけですから、

この形自体は何ら変わることは当然ございません。委員がお尋ねの中で、もうかってるのか

もうかってないのかわからないとか、いろんな部分が、これ、現在の会計の状態であれば、

当該年度の歳入歳出の要る分だけ抜き出して計上しますから、わかりません。これがわかる

形の経理に変わるという形を申し上げてるのであって、下水道事業自体を市でやっていかな

いといけないという、市の責務が変わるわけではございませんので、わかりやすい形には変

わりますが、その結果として、下水道事業会計の方のお金が足りないとなるならば、それに

対して一般会計の方から支援をしていかないといけないと。その支援の内容が、先ほど私が

申し上げたように、そもそも水道と違って下水道には、ご家庭なり企業なりで本当に使った

分に見合う分で、採算に乗せないといけない部分とそうでない部分の費用もありますから、

そうでない部分につきましては、これは、そもそも総務省の方もそういったことを認めてお

って、それに対してはきちっと役割を果たしなさいよという繰出基準もございますので、ル

ールに従ってしっかりと不採算の部分をまずは支援していく部分。それから、これは西川委

員もご指摘なさったように、頑張ってるんだけども、そもそも料金収入では賄えてなくて、

赤字になってるよと。でも、市としては下水道事業を継続はしないといけないので、その部

分の実質的な赤字の分、これは見えるようになると思います。その赤字をどうしようかとい

うことについては、またご議論のあるところでして、料金を上げようという議論もあるかも

しれませんが、当然、料金を上げるとなれば、それは使用料条例をさわらないといけないと

いうことになりますので、当然、議会でのご議論をいただくことになりますし、その方法を

選ばないのであれば、その赤字補てんを一般会計から当該年度の予算ということで歳出予算

を組むわけですから、その予算で、当然、赤字だからしょうがないのに出そうというのか、

あるいは経営努力することによって、あるいは金額を見直すことによって多少はご負担いた

だかないといけないのではないかと、そういったことの議論をするターゲットを非常にわか
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りやすくなるための経理の方法を変更するというのが今回のメインでありまして、一番のご

懸念の部分といいますか、ある意味、市民からすると、下水道があって、それを市が管理し

ておって、そこを料金を払いながら運営してもらって使えるという状態自体が、年度がかわ

って何か変わることがあるかというと、それはありませんし、市としては、この事業を責任

を持って果たしていく。それはそのままであります。

あとは料金に対する、あるいは予算としてどれだけ支援をしているか、してないかという

部分が、今よりも、今は逆に言いますと、下水道特会の歳入歳出の差額の部分で、収支が合

わない部分を繰出金として出していると。下水道特会の中をそこまで採算がとれている、と

れていないという部分を明らかにせずに、全体としてはこうなっています、経営努力もして

いますというご説明をしながらやっているんですが、そこがよりわかる形になるという変更

であるということでございます。

それから、繰出基準の説明の中で、私、不明水的な、雨水、排水的な部分を申し上げまし

たけども、その部分は、当市におきましても分流式でございますので、その部分につきまし

て私が不適切な、当市の実情に合わない、たとえ話としては、あるいは制度全体としてはそ

のとおりでございますが、当市の実情としては、雨水については別であるということでござ

います。繰出基準の説明の中で、そういった類いの不採算の部分については、もともとしっ

かりと一般会計から支援していかなければならないという部分が入っているという説明の一

環でございました。

関係のある部分については、不正確なご説明をいたしましたので、ここで訂正をさせてい

ただきます。

以上でございます。

西井委員長 谷原委員。

谷原委員 本質的な議論に入ってきたので、その点についてはまたお聞きしますけど、まず最初に、

私が問題にしてるのは、１つは、議会に対する説明がどうだったかいうことを確認したいと

思ってますので、先ほど、平成26年度から、会計の全適用にするかどうかということも含め

た検討会をやったということですけれども、それに対して、私はまだそのとき議員ではあり

ませんので、議会に対してどのような形で、どのような場所で、どのような説明をされてき

たのか。それについてご説明をお願いします。これが１つです。

それから、もう一つは、先ほどから私が申し上げてるのは、財務会計、財務の正確な把握

のために一部適用にするというのは反対ではないと申し上げてるんです。それは、私はメリ

ットがあると思います。ちゃんと財産を管理し、損益計算書でどれだけ収入に対して支出が

あるのかというのは明確になりますから、それは、私は否定してるわけではないんです。今

回出てきたのが全適用で出てきましたから、これは大きな性格の違いが出てくるんです。行

政のあり方としても。それは先ほどから本質的な議論というふうに出てきましたけれども、

要は、企業の会計ということを入れてくるわけです。公営企業は独立した企業になるわけで

す。企業というのは損益計算書をきちっと出していくわけですから、つまり赤字が出たら、

それをどうやって補てんするかという議論になるんです。それを一般会計から入れると。こ
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れは公益性が高いから、そのとおりでしょう。ところが、全市民が下水道を利用してたら、

これは100％ですから、それに対して当然こういう形で入れましょうと、議会としてもやり

やすいわけです。だから、私は、特別会計でこれを持ってきてたと思うんです、公益性が高

いから。下水道法は、要は、公衆衛生の向上が下水道法の目的であって、会計そのものを企

業として成り立つ利潤が出るかどうかということを目的にしてるわけではないわけです。市

民生活の公衆衛生を向上させるために税金も投入してきたわけです。ところが、企業になり

ますと、利用してない方がいらっしゃるわけです。それに対してどうするかということも出

てくるわけです。だから、私はこの間、議会でも申し上げてきましたけれども、くみ取りに

ついては、実際に市民の方が払っている料金と業者に払っている料金、差額がありますよと。

つまり、低い料金を徴収して、高い料金で業者の方に払ってる。つまり、くみ取り料につい

ては市のお金が出てる。ところが、浄化槽については、業者委託になったときに全て100％

業者の値段を、市民の方、払っておられる方はおられるわけです。下水道につなぎたくても

つなげない、家のを断ち割らなあかん、さまざまな問題があって補助金出てない。そうする

と、そういう方々はどう言うかというと、そんなもん、企業で下水道赤字やないかと。わし

ら全然恩恵もないし、市に言うてるけど何もないと、こんなもん、ちゃんと100％受益者負

担でやれと。とんでもなく上がりますよ、下水道料金。つまり、公益性が高いから一般会計

でしっかりとそういうことも含めて議会で議論して、面倒を見ていきましょう。これ、公営

企業体にしてしまって独立させると、企業体にすると。そういう問題が起きてくると。市民

の皆さんが実際にいろんな形で、今、３つの種類ですけど、下水道を利用している方、くみ

取り、それから浄化槽、そういうことがまばらな中で企業会計に、企業会計を私は反対して

ないんですよ。組織も独立させる。そのために人員も独立させる、だからこんなにたくさん

多くの条例にかかわるところを改正しようという案が出てきた。それをもうちょっと慎重に

具体的に出していただかないと、議論できない問題が今回ぽんと出てきたので、平成26年か

らどういう議論をされてきたのか。そこを聞きたいと思います。

西井委員長 井邑課長。

井邑下水道課長 下水道課、井邑でございます。

ただいまのご質問の中で、公営企業法適用についての議会内での議論がどのようなもので

あったかというお問い合わせでございますが、はっきり申しまして、委員会の中で今後の下

水道事業のあり方についてのご質問などにおきましては、公営企業法を適用し云々という形

でご説明は申し上げたことはございますけども、この１点に絞りまして、説明会なり、そう

いったことを行った経緯はございません。その点については十分反省すべきところであろう

かと思っております。

それと、一部適用でなく全部適用にする判断につきましても、平成26年当時の考え方を踏

襲したものでございました。

繰り返しになりますが、既に上下水道が上下水道部として組織統合していること、一部適

用の場合、法適用を実施しても、機動性なり迅速性が図れないこと。それと、上水道事業、

下水道事業が法適用でありながら、一部と全部であるのには混乱を招くであろうということ、
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その主に３点をもちまして全部適用することを決定し、今回上程させていただいているとこ

ろでございます。

以上でございます。

西井委員長 谷原委員。

谷原委員 ありがとうございます。議会に対して全適用か一部適用かということについての説明が特

にあって、それについて議会で議論したことがないと。だから、今回初めてなわけでありま

す。私は、前任の白石栄一議員に、水道事業についても、これは公営企業の会計に移ったと

きに、議会としてもかなり長く時間をかけて議論してきたと。水道料金は市民生活全体にか

かわることだから、そういう形で議論して決めてきた経緯があることだけは聞いておりまし

た。でも下水道については全く聞いておりませんので何なんですけれども、私は、先ほど言

いましたように、全適用にするか一部適用にするか。私は、一部適用はいいと言ってるわけ

です。これ、多分準備もされてこられておるはずだし、来年度の予算について案を出すとき

に、これはかなり時間かけないと、財産を全て貸借対照表の方をちゃんとつくらなあかんわ

けですから、物すごい時間をかけてやってこられたはずだし、それでやっていくと。これは

政府の方もそういう形で予算も使って、そういうことで地方自治体をさまざま援助して、３

万人以上は令和２年４月１日からこれでいきましょうということになってるわけですから、

それは反対するものではないんですけど、全適用というのは明らかに、これは 城市の行政

のあり方が変わることだから、私は、これはもうちょっと慎重に議論をしていくべきだとい

う考えなんです。だから、これについては今回が初めてだということがわかりましたので、

できたら議会の中でもしっかり議論をして、議論の結果、これは全適用がふさわしいんだっ

たらそれでいくわけですし、私は違う考え方を持ってますけれども、もうちょっとしばらく

様子を見た方がいいのではないかと、一部適用しながら、財務について見ながら、実際にど

ういう問題があるか整理しながら、それで次の全適用ということもあり得ると思うんですけ

ども、そういう２段階についての考えは検討されなかったのかどうか。これについてお伺い

します。

西井委員長 井邑課長。

井邑下水道課長 ただいまの、まずは一部適用、数年研究をいたしましてから全部適用という、そう

いった判断も選択肢の１つではございました。ただ、水道事業が既に全部適用をいたしまし

て、私の記憶では約50年ぐらいはたっているかと思われます。そのノウハウ等もありますこ

とから、全部適用にしても、水道事業が培ってきた知識、あるいはノウハウ的なものがござ

いますので、支障はないかと判断に至りまして、全部適用を選択したところでございます。

以上でございます。

西井委員長 谷原委員。

谷原委員 水道事業と、今度の条例案でも上下水道ということで１つにしていくということなので、

水道事業のノウハウを得て、可能だということでありましたけれども、これは私の意見にな

りますけれども、上水道の方は、これは本当に利益が出てるわけです。ある意味で利益が出

てると。でも、下水道の場合、言ってみれば、大変利益が出にくいし、実際にはかなりの金
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額、先ほど西川委員がおっしゃったように、一般会計から出してるわけです。だから、こう

いう事業について、先ほど言ったように、それを全市民が利用しているわけでもない。それ

を公営企業とする。そういう面では上水道とは大分性質が違うんです。経営という点で、経

営のノウハウ、いろんな問題のノウハウは、当然、今、課長がおっしゃったとおりだと思い

ます。そういうノウハウを積み上げてきたと。しかし、先ほど言ったように、市民の目から

見て、今後の料金のあり方から見ると、大きな違いが出てくるんです。黒字だったら私何も

言わないんですよ。でも、どう見たって赤字にしかならないようなものを企業会計にして、

それも全市民が対象になってないもんだから、そういういろんなまだ整理できてない問題も

あるし、これについては、先ほど言った２段階でも遅くはないと私は思います。１段階目で

一部適用をもう準備してるんだから、それは一部適用したらいいと。何でそれを、そういう

問題を取り残したまま全適用になるのか。それは議会で議論できてませんよ。市民に大きな

影響がある問題ですよ。だから、それを何で十分なしに今回やるのか。僕は、落ちついて、

もう一回一部適用から入るべきだというふうに思います。これは意見として述べさせてもら

います。

西井委員長 ほかに質疑はございませんか。

西川委員。

西川委員 誤解されたらあかんので、俺、ちゃんと言っときますわ。谷原委員と意見が合うのは、は

っきりと説明不足やいうことは、ちゃんと議会に諮らなあかんというところは、そういうこ

とです。僕が先ほどから聞いたことは。そやけれども、はっきり言うて、水道にしても、下

水道も企業会計にしてくるいうことは、はっきりと、みんなが利用するもんやから、水道な

んかはみんなが利用するもんやから、こんなん企業会計、会社方式と違うて、市が全部税金

で賄おうて、みんなに水道料金も安うして、市が負担してやると。いろんな成果の。そやか

ら、企業会計の方式とらんとやった方がええやないかという議論もあったんや。そやけど、

それはあかんねんと、使う人はそれ相応の負担をしてもらわなあかんでと。そやから、水道

なんか企業会計になってるから、これも公営企業のやつはいずれ企業会計になってくるやろ

う。水道のあれと連携してるねんから。そやけれども、その中で、僕は、受益者負担でやる

べきやから、それをはっきり、一部じゃなしに全部をやらんと、貸借対照表をこしらえよう

としたって、人件費がどうや、何がどうや、これはどうやいうたって、一部適用では損得の

勘定が出てけえへん。そやから、せなあかん。そやから、企業会計に移行、こないして４月

１日から施行するいうのに、僕が今聞いたようなことを全然、ほいで、例えば、議員の中で

も納得して反対なのか、賛成なのか。その形は将来どうなのかということの資料として物す

ごく不足してるから、これを通せと。僕は、あれですよ、そういうふうな複式にしてきちっ

と損得をきっちり出して、それで市民の人らにもきちっとこんだけの分かかってまんねんと

いう、ちゃんとわかってもらうということが大事やと思うてますから、そやから、そこんと

ころは、谷原委員のおっしゃるのと僕は微妙には違いますけれども、説明が不足して議論を

してないというところは、僕は合うてますわ。これ、やっぱりもうちょっとちゃんと議論を

せなあかんと僕思いますけど、そのための資料なり説明なりは丁寧にしてほしいなと、こう
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いうふうに思います。どうするんかは知りませんけど、僕の意見としてはそういうことです。

西井委員長 ほかに質疑はございませんか。

副委員長。

奥本副委員長 ただいまのご説明を伺っておりまして、企業会計として出入りをガラス張りにするこ

とで、今後、上下水道という事業が 城市にとってどういう形で運営していかないといけな

いかというところで判断できるというところは評価できるんですけども、仮に今、現状この

ままで移行した場合なんですけども、２点だけ質問があります。

１つは、人事戦略について。先ほど、全適用、デメリットというか、これは検討要課題と

思うんですけども、専門知識を要する担当職員の育成と挙げてらっしゃいましたけども、そ

れを上下水道の方で企業として囲ってしまった場合に、当然、市として人事戦略上は市の職

員としての配置転換、あるいは異動というのを先々で考慮していかんとあかんようになると

思うんですけども、普通一般企業では、そこまで人材育成した場合は手放したくないとは思

うんです。そういった場合、その人に対しては、人事戦略上のいろんなことが適用しにくく

なるのではないかという懸念がまず１点です。

もう１点、35ページの新旧対照表にあるところの第３条を見ていただいたらわかると思う

んですけども、これは、第３条第２項、水道事業の給水区域等は次のとおりとする。この第

２項の２です。給水人口４万1,000人とする。１日最大給水量は２万3,000立方メートル、第

３項のところにも、これは下水のところの第２項で、計画処理人口は事業計画に定める人口

とするとありますけども、前提となるのが、上下水道というのは人口構成なんです。そのと

きに、これまで４万1,000人で想定された計画が来てるんですけども、これ、また市長がお

っしゃるように、５万人構想です。５万人になってきたときに、この辺の基盤整備に係る設

備投資が当然ふえてくるものと思われます。その都度、この条例も改正するのか、あるいは

それに伴って出資がどういうふうに進んでいくのかという見通しが、今現状では示されてな

い。５万人はあくまで目標ですよということですけど、目標であればこの辺のところのシミ

ュレーションが必要だと思うんですけども、そのあたりはされているのか。この２点につい

てお伺いしたいと思います。

西井委員長 井邑課長。

井邑下水道課長 下水道課、井邑でございます。

ただいまご質問の、まず１点目、人事異動の硬直化のことを示されてるのかな……。

（発言する者あり）

井邑下水道課長 それでは、２点目についてご説明いたします。

まず、第３条第２項におきましては、水道事業の給水区域等を定めておるものでございま

すが、今回の改正におきましては水道事業に関しての改正はございませんで、新旧で言いま

す旧の文言はそのままスライドしてきておるものでございます。下水道事業の計画区域につ

きましては、事業計画に定める区域、あるいはその計画に定める人口とするというところで

ございまして、例えば、第１号の事業計画に定める区域といたしましては124.39ヘクタール

でございます。処理計画人口におきましては、現在３万4,180人となっておるところでござ
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いますが、その計画区域、人口にありましては、事業計画が最低７年に一度変更され、その

間にもその都度変更される場合がございますので、事業計画により変動してまいると考えて

おります。

以上でございます。

西井委員長 副市長。

松山副市長 副市長の松山でございます。

人事戦略の話につきましては担当課長からはお答えできないと思いますので、私の方から

ご答弁させていただきます。

まず、現在、 城市におきましては、採用は一元化しておりますので、基本的には必要部

局で手続も行っております。企業会計ということで、企業職員ということで身分が変わりま

すから、出向したり、逆に言うと、今度戻ってくるときには企業部局から出向で市長部局に

戻ってくるという形になりますので、そういった意味では、人事は全体としては市長部局全

体で考えていくことになります。

副委員長お述べのその部分につきましては、まさに職員のキャリアパスという部分で、こ

こは、従来もなかなかベテラン職員がいるとそれに頼ってしまって、動かしがたいというこ

とで、少し前まではそれぞれの課に非常に長いベテラン職員がたくさんいたという形になっ

ておりましたが、やはりここにつきましては、組織自体の都合ではなくて、その職員をどの

ような形で育てていくかと。職員一人一人のキャリアパスということをしっかりと考えなが

ら人事異動ということは考えていくべきだと存じますので、一方では事務職の中でこういっ

た企業会計的な手法をきちっと理解する専門職の養成と、それから、その本人の将来、実力

のある一公務員としてそれぞれ成長していただくための異動のサイクルということにつきま

しては、市職員全体の中で人事戦略としてしっかりと考えて実行していくべきであると思っ

ておりますので、そういった意味におきましては、人事自体は、そもそも人材の輩出もとは

それぞれの企業部局に固定されるものではございませんので、市職員全体として考えてまい

りたいと存じます。

以上でございます。

西井委員長 副委員長。

奥本副委員長 ご説明ありがとうございます。まず、今、副市長がおっしゃったように、人事のこと

に関しては、職員のキャリアパスを考えての人事戦略を考えていかれるということですけど

も、私が申し上げたかったのは、上下水道の事業としての専門知識を擁する人が、それだけ

の知識をそこに配属されて得た場合に、よそへ行ったときにまたほかのそれにかわる人がす

ぐ出てくるかどうか。それやったら、今後採用されるという任期付職員の任用制度とかを利

用して、最初からそういう方を引っ張ってくるというのも１つ手かなと思うので、そのあた

りも含めた上で市としての人事戦略も考えていっていただき、これは要望としてお伝えして

おきます。

それと、もう一つの、人口５万人のシミュレーションに関しまして説明いただきましたけ

ども、これも企業会計、企業として成立させるということは、普通の会社であれば市場規模
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を前提として経営計画を立てると思うんですけども、それが、前提が変わっていくのはどう

かということを申し上げた、私の説明不足だったんですけども、７年に一度見直すというこ

とですけども、今現状５万人チャレンジという言葉が出てる以上は、それも盛り込んだシミ

ュレーションをやっておくべきではないかということを申し上げたんです。それについては

いかがでしょうか。

西井委員長 井邑課長。

井邑下水道課長 下水道課、井邑でございます。

ただいまご指摘の計画処理人口について、５万人チャレンジを盛り込んだ形でのシミュレ

ーションが必要というところには、私もそのとおりだと判断はいたしますが、事業計画を立

てる際におきましては、現状から今後７年でこういう計画でしたら、７年後の人口を見据え

ました中での計画となりますので、その都度の判断が必要になってこようかと思います。

以上でございます。

西井委員長 副市長。

松山副市長 副市長の松山でございます。

担当課長が申し上げたのは、基本的にはそのとおりでございます。５万人チャレンジとの

関係ということで、５万人チャレンジそのものにつきましては、またいろんな場所で市長ご

本人にお問い合わせいただければと思いますけども、人口ビジョン等のご質問も一般質問で

もしていただいてましたけども、全体を含めての整合の話をさせていただきたいと存じます

が、基本的には、現実的にいろんな客観的にシミュレーションができる数字をもとに、短期

的な行政の目標につきましては、それを踏まえて、当然、特に水道の場合、その料金等にも

はね返ってくるわけですから、そういうシミュレーションをすべきであると存じます。また、

先ほど課長も申し上げたように、これは７年のスパンでやるということで、それはそういっ

たご理解をしていただきたいと存じます。

市長ご自身が説明なさってる中でも、20年ぐらいの長期の中でチャレンジをしていくとい

う中での説明をしておられますので、内容そのものにつきましては、またご本人からのご説

明なり、機会があれば聞いていただきたいと存じますが、人口ビジョン等におきましても、

これもそのときにご説明をしているはずなんですが。まずは、一番固い、市全体としての人

口の推移があって、通常どこの団体でもどこの自治体でもとるであろう人口の減少を抑止す

る抑止策を、政策努力をすればこれぐらいになりますよ。それでも将来的には 城市の場合

もそこそこキープできる程度であろうという、これが人口ビジョンであります。その先に、

まさにチャレンジとして、どれだけの 城市の魅力を、全国でも住みよさランキングで34位

ですが、これを更に上げるようないろんなことをチャレンジしていけば、もっとこれがよく

なるのではないか。そこはまさに市長が政策として今掲げておることでございますので、そ

のあたりをそういう理解で、いろんな政策についてもご理解、整理をいただければと思いま

す。特に料金、予算等に関係のある部分の中期的あるいは短期的な部分につきましては、そ

れぞれ具体的なシミュレーションをもとにしているということでございます。整合がとれて

ないわけではございませんので、そういうご理解をしていただきたいと存じます。
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以上でございます。

西井委員長 副委員長。

奥本副委員長 ご説明ありがとうございました。短期的なところはやってるということで、次、言い

っ放しになりますけども、長期的に５万人を目指すということ、目指すのはいいんですけど

も、私が懸念するのは、ふえていってますと。そこでインフラの整備、特に上下水道はイン

フラなんですよね。インフラの風呂敷広げたところで、途中から減に転じましたといったら、

そのインフラを維持するところのコストだけはずっと負担かかってくるんです。そこのとこ

ろまで考えておかないと、いや、人口ふえてますというところで、ふやせ、ふやせでいった

ところで、ある日を突然に減っていって、これ以上ふやしようがないとなったときに、その

負担を誰が応分するのかというところは考えておかないと、インフラの整備というのは非常

に危険だと思うんです。

総務省がかなり前から、地方創生のことでまち・ひと・しごととか、いろいろやってます

けども、そこのところでキーワードとしてコンパクトシティという概念が言われております。

これは、その辺もまさに見据えた上で、人口が減少になってもコンパクトなエリアで、イン

フラも含めた上で、行政、自治体を維持できる方策は何かというところから来てる話なんで

す。今現状、市長は、 城市全域がコンパクトシティやとおっしゃるけども、そしたら、全

域のインフラをずっと今の人口、あるいは先々の人口で維持していかんとあかんと。そうな

ってきたときにどうなるかというところは、長期的なことであっても、今も念頭に置いた上

で短期的なこと、中期的なことも見ながら考えていかないと、突然これが失速した場合が懸

念されるなというとこなんで、こういう質問をさせてもらいました。また、その辺も踏まえ

た上でやっていただけるものと思って、これで終わらせていただきます。

西井委員長 ほかに質疑はございませんか。

谷原委員。

谷原委員 先ほど西川委員から、財務の方を企業会計にするのは私も賛成なんです。はっきりします

から。これは何度も言ってるとおりです。受益者負担ということが出てきました。だから、

受益者負担にしましょうという議論が出てくるのは当然なんです。そこでお伺いしますけれ

ども、 城市における、今、下水道加入戸数がありますね。下水道に加入してる戸数及び、

一体幾ら市から繰入金を入れてますか。これを割れば１戸当たりどれだけ市からお金が出て

るかわかりますから、この戸数。

２つ目、くみ取りを利用してる戸数。そこに負担金があります。市が負担してます。先ほ

ど言いました。つまり、各家庭がくみ取りでお払いしてるお金と業者に払ってる金、これは

城市が業者にまとめて払ってますから、その間に負担金、差額が出てます。つまり、それ

は各家庭の補助です。

もう一つ、先ほど私が何度も言ってますが、浄化槽、これ、市から出てるお金が全く何も

ないんです。これは、私、市民から厳しい意見を常々いただいて、下水道課にもお願いして

ます。これ、何とかしてくれと。つまり、自分とこ下水道入れたんやと。でも、店を断ち割

って、店を休業せなあかんと。コンクリートを断ち割ってやらなあかんねんと。だけど、そ
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の方も大変公徳心に厚い方だから、丁寧にいつも定期的に浄化槽をきれいにして、汚い水が

用水路へ流れないようにしてると。非常に自覚が高い方だから、厳しい意見をおっしゃるん

です。ほかにも、下水道がまだ入らないときに 城市へ移ってきたと。でも、その方も非常

に環境意識が高い方やから、非常に高い浄化槽を入れられて、非常にきれいな水で出してる

と、飲める水出してるんですと。ところが、言うたら、制度が変わって補助金が一切なくな

った。非常に高い浄化槽の掃除代というのか、清掃費を払ってはるんです。私は、高くても

ちゃんとやりますと、でも、市から全く補助を受けてませんと。こういう家庭があるわけで

す。これ、何件あるんですか。この３つお聞かせください。

西井委員長 井邑課長。

井邑下水道課長 下水道課、井邑でございます。

ただいまのご質問でございますが、まず、下水道に対する加入戸数でございますが、平成

30年度末現在、１万3,239戸となっておりまして、一般会計からの繰入金は、同じく平成30

年度の決算額といたしましては７億1,400万円でございました。

あと、くみ取り数、浄化槽の戸数、それに対する負担金の額については、現在資料の持ち

合わせがございませんので、後ほどでお願いしたいと思います。

以上でございます。

谷原委員 浄化槽。

井邑下水道課長 浄化槽につきましても、今、資料がございません。

西井委員長 谷原委員。

谷原委員 これは、当委員会に出してください。後ほどではこんなん議論できません。当委員会にち

ゃんと出してください。今、受益者いうことがあったんだから。ちゃんとしましょうよ、こ

れ。企業会計へ移るんだから。特別会計だったらこんな議論はないですよ。市の財政の中で、

いろんな政策的判断の中でやってこられたことやから。でも、これ、企業会計へ移るんだっ

たら、こういう議論になるんですよ、受益者負担いうことに。ちゃんと出さないと議論でき

ませんよ、これ。出してください。休憩してでもいいから。委員長、お願いします。

西井委員長 暫時休憩いたします。

休 憩 午前１１時０１分

再 開 午前１１時２０分

西井委員長 休憩前に引き続きまして、会議を行います。

何かございませんでしょうか。

谷原委員。

谷原委員 今ずっと議論してまいりましたけれども、公営企業会計を導入することについては特に問

題なかったんですが、公営企業法の一部適用か全適用かということについて、もう一つ、議

員の方の理解がなかなか十分でない、説明も十分これまでなされてこなかったということな

ので、ここで動議を出したいと思います。

閉会中の継続審議の取扱いを、ぜひこの問題について、この部分だけに限って、今、問題

になって提案されてることにつきまして、継続審議をお願いするという動議を提出したいと
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思います。お願いします。

西井委員長 ただいまの提出理由について、何か確認事項等はございませんでしょうか。

（「なし」の声あり）

西井委員長 ないようであれば、動議が成立しておりますので、その取扱いについてお諮りいたしま

す。

ただいまの動議のとおり、本委員会に付託されております議第64号議案については、本日

の委員会以降も引き続き審査を行うものとし、本会議最終日の時点で委員会採決まで至って

いない場合は、議長に対して閉会中の継続審査の申し出を行うという取扱いをさせていただ

くことに賛成の諸君の起立を求めます。

（起立全員）

西井委員長 起立全員でありますので、議第64号議案については継続審査とすることに決定いたしま

した。

次に、議第71号、 城市下水道条例の一部を改正することについてを議題といたします。

本案について提案者の内容説明を求めます。

西口上下水道部長。

西口上下水道部長 上下水道部、西口です。よろしくお願いいたします。

議第71号、 城市下水道条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。

本案につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため、関

係法令の整備に関する法律が公布され、下水道条例においても関係規定等の整備を行う必要

がありました。また、下水道への不正な流入を行う事例があり、その不正に対する対応とし

て例規の整備を行うもので、標準下水道条例を参考に、以上２件の改正を行うものでござい

ます。

それでは、成年被後見人に係る改正の概要についてご説明申し上げますので、新旧対照表

の２ページをお願いいたします。第７条の２、指定工事店の要件におきまして、第４号で成

年被後見人等の欠格条項を削除し、同条第５号において別の審査規定を設けております。

続きまして、５ページをお願いします。第７条の11、責任技術者の登録資格においても同

様に、成年被後見人の欠格条項を削除し、別の審査規定を設けております。第３項として、

その届け出義務について新たな規定を設けています。

次に、９ページをお願いいたします。第22条、代理人の選定として、第２項で成年被後見

人、被補佐人の欠格条項を削り、新たに第３号として、同様に別の審査規定を設けておりま

す。

戻りまして、８ページ、第20条をお願いいたします。第20条の２、使用対応の変更の届け

出として、使用者は、水道水以外の水を排除することになったとき、水道水以外の水を使用

するため設備を変更したときは、届け出が必要であるとされました。

ページをめくっていただいて、12ページの下の方、第46条において、過料に該当するもの

として、今説明申し上げました第20条の２が追加されています。

最後に、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、第46条に係る部分につい
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ては令和２年４月１日からの施行となっております。

以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。

西井委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入りたいと思います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

西井委員長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。

議員間討議を希望される方はおられますか。

（「なし」の声あり）

西井委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

西井委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより議第71号議案を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

西井委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第71号は原案のとおり可決することに決定いたしま

した。

次に、議第69号、 城市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正することについて

を議題といたします。

本案につき、提案者の内容説明を求めます。

巽保健福祉部長。

巽 保健福祉部長 保健福祉部の巽でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、議第69号、 城市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正することにつ

きましてご説明申し上げます。

今回の改正は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び施行令の一部改正に伴い、条例を一

部改正するものでございます。改正内容につきましては、災害援護資金に係る償還金の支払

い猶予の規定について、これまでは施行令のみに規定されていましたが、償還金の支払い猶

予制度は、貸し付けを受けた者には非常に重要な制度であり、法律上明確であることが望ま

しいことを踏まえ、災害弔慰金の支給等に関する法律に規定されたとともに、償還免除事由

についても拡大が行われ、これまでは死亡または重度障がいによる場合のみ償還が免除され

ることとされておりましたが、法及び施行令の一部改正により、破産手続開始の決定、また

は再生手続開始の決定を受けたときについても、償還未済額の全部または一部の償還を免除

することができるようになりました。また、市町村がこの法律の規定により、償還金の支払

い猶予または償還未済額を免除するか否かを判断するために必要があると認める場合は、借

受人またはその保証人の収入または資産の状況について報告を求め、官公署に対して必要な

文書の閲覧もしくは資料の提供を求めることができるようになりました。

新旧対照表の５ページをごらんいただきたいと思います。今回の改正で変わる部分は、５
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ページの第15条第３項について変更となります。先ほど申し上げました法施行令の改正に伴

いまして、ごらんのとおり条文が改正されます。それと、その施行につきましては公布の日

からということになっております。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。

西井委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。

基本的なことをお伺いいたします。まずは、弔慰金につきましては、額等は法令等によ

って決まっているので、弔慰金を出すか出さないかの実務的判断のみが自治体が行うという

ふうに私は理解をしておるんですが、それで間違いがないかというのが１つ目と、それから、

２つ目ですが、３ページの第８条、市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認め

るときは、規則で定めるところによりというふうにありますが、この規則というのは具体的

にはどういうものかというのが２つ目。それから、３つ目なんですが、第８条第２項、遺族

に対して必要な報告または書類の提出を求めるということ、また、法令の第16条も同様に、

保証人に報告を求め、資料の提供を求めることができるというふうに書いてますけれども、

これにつきまして、書式のようなものがあるのか、実務的なことについてどういう流れにな

るのかお伺いしたいと思います。

西井委員長 林本課長。

林本社会福祉課長 社会福祉課の林本でございます。よろしくお願いします。

分についての改正でございます。今回の災害援護資金は、もし、援護資金を実施する場合、

これは市町村の判断ではございません。 城市は奈良県ですので、奈良県内において災害救

助法が適用された市町村が１カ所でもあった場合、これは、 城市が仮に災害援助法を適用

されなくても実施の対象となります。

２点目の災害弔慰金になるんですけれども、これは、今回の改正になっておりませんでし

たので、少しあれなんですけども、基本的には、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

というのがまた別にございます。その中で、今言いました災害弔慰金の場合は、基本的には、

これも自然災害、対象災害というのが、１市町村において住居が５世帯以上滅失した被害、

都道府県内において住居が５世帯以上滅失した市町村が３カ所以上ある場合の災害、都道府

県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の災害、それと、災害救助法

が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が２以上ある場合の災害という、まず対象

災害が規定されておりまして、こちらにつきましては、受給者というのは、基本的にはこの

場合は、先ほどの災害援護資金と違いまして、災害によって亡くなられた方に対して、その

遺族の方に弔慰金を支給する制度でございます。今回は弔慰金の点につきましては改正はご

ざいません。

それと、あと、先ほどおっしゃいました第16条であるとか、そういった関係によって、弔

慰金の場合は受給者、遺族が請求されます。援護資金につきましては借受人が請求されるん
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ですけども、それぞれにおいて施行令にそれぞれ様式がございます。今は手元には出してお

りませんけれども、もし、後ほどでも確認ということであれば、見にきていただけたらとい

うふうに考えております。

以上です。

西井委員長

非常によくわかりました。ありがとうございます。特に３つ目の質問の意図は、災害に

遭って大変な人に資料の提供を求める際、税金の投入をするわけですから、その担保をする

といいますか、投入するに値するかどうかということのその辺のことと、それから、もう一

つは、災害に遭った人、それと、あと、窓口に当たっておられます職員さんの負担のことが

気になりましたので、そういった質問をさせていただきました。ありがとうございます。

西井委員長 ほかに質疑はございませんでしょうか。

内野委員。

内野委員 これ、９月議会でも提示をされたと思います。その中で、この条例がちょっとずつ追加を

されたり、改正されていくのはよくわかるんです。災害も多くなってございますので。今、

社会福祉課長がお答えいただいたので、この窓口というのは福祉部局というふうに捉えさせ

ていただいたらいいんですね。被災者支援システム、罹災証明等々を出せるシステムが中に

入ってるかなと思うんですけど、この災害援助金もそのシステムの中には導入は可能なんで

しょうか。その辺のことを、わかれば教えていただきたいんですが。

西井委員長 林本課長。

林本社会福祉課長 今のご質問になるんですけども、少し私の方の認識がわかりにくくて、システム

というのは……。

西井委員長 副市長。

松山副市長 副市長の松山でございます。

内野委員のお問い合わせ、まずは、災害時に要援護者に対して市の方から援護をするため

の基本情報を束ねて、その管理をするという被災者支援システムについてのお尋ねかと思い

ます。私もシステムの管理をしている情報の詳細までは、現時点でここでお答えできるほど

も情報を持ち合わせていないんですが、そもそも担当課長は、そのシステム自体と援護資金

の関係についてというところで、まずはシステムの部分で理解がということだったと思いま

す。いずれにしましても、そういった形で被災者の情報は情報でしっかりと把握しながら、

今回、法律の名前自体が弔慰金から始まっておりますけども、今回は災害援護資金の貸付の

条件につきまして、しっかり償還のところも別の箇所で定義をされていた部分をしっかり条

例で定めてくださいという要請に従って今回改正するものでありまして、前回の保証人をど

うするかとか、償還の利率をどれにしよう、これも都道府県でしっかり決めてくださいとい

う要請に合わせて、それぞれ９月、12月に、同じような内容について、国の動きに沿いまし

て段階的に改正のタイミングがずれてきましたが、そういった流れによって、いずれにしま

しても、市としましては、災害時にお困りの市民をしっかりと支援できる形で、国の動きに

合わせて体制整備も、あるいは法令の整備も進めているということでご理解を賜りたいと存
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じます。具体的なシステムの内容等につきましては、生活安全課が中心になって整備をして

おりますので、また個別にお問い合わせいただければと存じます。

以上でございます。

西井委員長 内野委員。

内野委員 個別にまた質問、聞かせていただきたいと思います。そして、窓口が福祉の部分というこ

とで、ゆうあいの方にもたしかそのような似た災害の義援金等があったと思うんですけども、

その違いを教えていただけたらと思います。

西井委員長 林本課長。

林本社会福祉課長 社会福祉課の林本です。

今、内野委員からお問い合わせのありました災害援護資金、これは市町村が今回実施する

部分にあります。それと、もう１点、先ほど社会福祉協議会が実施しているのに、これも同

じように生活福祉資金の中の、まぎらわしいんですけども、災害援護資金というのがござい

ます。それぞれ、当然、役割、立ち位置というのが異なるんですけれども、基本的には、

城市の社会福祉協議会が実施している災害援護資金につきましては、市の災害援護資金より

もセーフティネット的な、低所得者向けであるとかそういった関係で、そういった色合いが

強い制度となっております。そういう点で違いがあるというふうに認識いただければと思い

ます。あと細かい部分につきましては、基本的には災害救助法の適用というのが先ほどの災

害援護資金と、社協の災害援護資金というのは生活福祉資金なんですけども、こちらの方は

同じなんですけれども、あと、貸付金額であるとか償還期間であるとか、そういったものは

微々差異には変わってきておりますので、もし、詳しい説明が必要であれば、また個別にお

問い合わせいただければというふうに思います。

西井委員長 内野委員。

内野委員 ありがとうございました。よくわかりました。

西井委員長 ほかに質疑はございませんでしょうか。

（「なし」の声あり）

西井委員長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。

議員間討議を希望される方はいますか。

（「なし」の声あり）

西井委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

西井委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより議第69号議案を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

西井委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第69号は原案のとおり可決することに決定いたしま

した。
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次に、議第72号、奈良県 城地区清掃事務組合規約の変更についてを議題といたします。

本案について、提案者の内容説明を求めます。

前村部長。

前村市民生活部長 市民生活部長の前村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

今回お願い申し上げます、議第72号、奈良県 城地区清掃事務組合規約の変更についてご

説明申し上げます。

議案書の49ページから51ページをごらんいただきますようお願いいたします。

本案につきましては、本市とともに、大和高田市、御所市、香芝市、上牧町、王寺町、河

合町及び広陵町の４市４町で組織されています 城地区清掃事務組合の規約について、現在、

組合８市町それぞれが家庭等から収集したし尿を、それぞれの市町が管理するし尿貯留中継

基地まで運搬し、そこから清掃事務組合が、し尿処理施設のある御所市のアクアセンターま

で10トン車で運搬しています。しかし、組合８市町のうち、御所市が、し尿貯留中継基地か

らし尿処理施設までのし尿運搬業務を単独で行うこととなったため、清掃事務組合で共同処

理する事務及び共同処理する市町の区分を明確にする変更を行うほか、所要の変更を行うも

のでございます。

50ページ、51ページに示させていただいております具体的な改正内容につきまして、お手

元の新旧対照表にてご説明申し上げますので、右肩に議第72号となっています、奈良県 城

地区清掃事務組合規約新旧対照表をごらんください。

左が従前の内容で、右が改正後の内容で、今回ご審議いただく対象となります変更部分に

それぞれ下線、改正案の部分は赤字表記となっております。まず初めに、１ページをお願い

します。第３条、組合の共同処理する事務の改正でございます。現在、各組合市町は、収集

したし尿を各組合市町が管理するし尿貯留中継基地まで運搬し、組合は、各組合市町のし尿

貯留中継基地からし尿施設まで10トン車でし尿を運搬しています。しかし、組合市町のうち、

御所市においては、令和２年４月１日より、し尿貯留中継基地からし尿施設までのし尿運搬

業務を単独で行うこととなったため、組合が共同処理する事務及び共同処理する市町の区分

を明確にするためのものです。１号について、し尿処理に関する事務とされていた規定から、

共同処理する事務、し尿貯留中継基地からし尿処理施設までのし尿運搬に関する事務、それ

を共同処理する市町として、大和高田市、香芝市、 城市、上牧町、王寺町、河合町、広陵

町とするものです。２号、３号につきましては、これまでどおりの事務内容、共同処理する

市町にも変更ありませんので、御所市が入っているというものです。

次に、２ページをお願いします。第８条に特別議決の規定を追加するものでございます。

これは、ただいまご説明申し上げました第３条の改正により、組合の共同処理する事務の一

部において、具体的には改正案第３条第１号の部分でございますが、共同処理する市町に相

違が生じるため、議会の議決事件において、共同処理する市町の意向が採決に十分反映され

るように、地方自治法第287条の３、第１項の規定に基づき、特別議決の条文を第７条の次

に加え、第８条とする。これにより、第８条以降の条番号を１条ずつ繰り下げるものでござ

います。地方自治法第287条の３、第１項と申しますのは、議決方法の特例を定めたもので、
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一部事務組合の規約にはその議会の議決すべき事件のうち、当該一部事務組合を組織する市

町村の一部に係るものの議決方法について、特別の規定を設けることができる旨の規定でご

ざいます。本条では、組合の議会の議決すべき事件のうち、組合市町の一部に係るものにつ

いてはと申しますのは、具体的には改正案第３条第１号の部分、すなわち、し尿貯留中継基

地からし尿処理施設までのし尿運搬に関する事務については、当該事件に関係する組合市町、

すなわち御所市を除く３市４町から選出された組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席

議員、ここには組合議員であることに変わりはない御所市を含みますが、４市４町全ての出

席議員の過半数でこれを決すると規定されているものでございます。ですので、出席議員の

過半数で議決する場合には、まず、３市４町の出席議員の過半数の賛成を獲得していること

が前提条件となることを規定するものでございます。

次に、第９条の２、第10条及び同条文内の条番号、項番号、第11条は、前の第８条の特別

議決の規定を追加することによる繰り下げでございます。

３ページをお願いします。第12条は、同様の第11条からの繰り下げによるものでございま

す。第13条は、第３条の改正により、第12条の各号に掲げる分担金の区分にし尿運搬に関す

る経費を新たに追加するとともに、各号を並べかえるものでございます。14条は条ずれ、別

表第13条関係は、第12条改正後の第13条各号の改正に伴い、別表の区分に掲げる関係条、号

及び備考中の条、号を改めるもの、また、第３条の改正に伴い、改正後の第３条第２号及び

第３号に関する経費を、共同処理する市町村ごとに算定するように改め、改正後の第13条第

１号に関する負担割合では、改正前の第12条第５号に関する経費の負担割合で使用する除算

式のスラッシュの記号から割るに改めるもの、そして備考中、これまでのし尿処理量並びに

処理見込み量では２つの量を同時に用いることになるが、負担割合の算定には、予算には組

合市町の前年の１月から12月のし尿処理量、し尿処理見込み量を、そして決算には、組合市

町の当該年度の４月から３月のし尿処理量を用いて分担金を年度精算することになっている

ため、どちらかの量を用いるために、「並びに」という表現を「または」に改めるものでご

ざいます。表中、４市４町の負担割合、パーセントの数値は変わりありません。

最後に、附則の部分でございます。この規約は令和２年４月１日から施行するというもの

でございます。

なお、追加の説明として、今後、御所市が単独で行うことになる運搬によりまして、運搬

の単価が変わるということはございませんという確認をしております。

それと、もう１点ですが、御所市がし尿運搬業務を単独で行うことに関しましては、これ

は、組合議決の議決事項外でございまして、地方自治法第96条で定めております条項である

組合議決の議決事項としましては、条例を設けまたは改廃すること、予算を定めること、決

算を認定することというのが議決事項でございます。そもそも組合議会の議決事項でない御

所市のし尿運搬業務のみを単独で行う理由につきましても、御所市の場合は同市内からし尿

中継基地を自社の敷地内に持って、御所市から御所市でありまして、日常保守点検を行って

いることや、し尿浄化槽汚泥運搬業務に必要な経験技術を持ち、業務に必要な車両機材につ

いての用意がある市内業者を委託先として決定したため、一連作業としての合理化を図りた
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いということで、本市議会の代表４名を含む組合議会において、平成30年８月及び平成31年

２月の会議において、組合議員の質問に対し、管理者が答弁をされ、本市議会の代表３名を

含む令和元年８月の組合議会において、管理者が報告されてるという経過のものでございま

す。

説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようにお願いします。

西井委員長 暫時休憩いたします。

休 憩 午前１１時５２分

再 開 午後 １時２０分

西井委員長 休憩前に引き続き会議を行います。

休憩前に説明がありましたことについて、質疑に入ります。

質疑はありませんか。

梨本委員。

梨本委員 梨本です。よろしくお願いいたします。

ちょっとだけ確認させていただきたいんですけれども、今回、８市町の中で 城市の規約

改正が必要であるということは理解してるわけなんですけれども、この規約改正をすること

によって、例えば３ページの14条、ここの第13条２号と３号に関する経費、ここが変わって

くることになると思うんです。この辺、どれぐらいの差額が生じるのかというところだけ教

えていただきたいということでお願いしたいと思います。

西井委員長 庄田課長。

庄田環境課長 環境課の庄田でございます。よろしくお願いいたします。

この規約を変更することによりまして影響を受けるかということでございますが、各市町

のし尿貯留中継基地からアクアセンターまでの運搬単価ですけども、これは今のままで変更

がございませんので、運搬単価、そして負担金にも影響はございません。

以上でございます。

西井委員長 ほかに質疑はございませんか。

谷原委員。

谷原委員 今の梨本委員のことと関連してなんですけれども、３ページのところですけれども、第13

条のところですが、これは１号から７号まであります。４号から７号については、第14条の

下の別表にありますように、ここには御所市も入って全体でも分担するいうことなので、１

号から３号までが、下の第14条の別表のところにある区分に従って、組合数で割る、あるい

は経費とか市町村別の処理量、あるいは共同処理する市町村の総処理量などで計算して行っ

ていくということなんですが、私わからないのは、（１）の組合運営に関するところと分け

てますので、これは御所市も入ってるのか入ってないのか。これがどうなのかということを

お聞きしたいのが１つ。

それから、し尿運搬に関しては、御所市は市内ですので、距離量とかもあって抜けられる

のかなと思うんですけど、（３）の施設維持管理に関する経費、これも下の別表を見ますと、

多分御所市は入らないのかなというふうに思うんですが、施設維持管理に関する施設という
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のは、どういう施設を指してるのか。この２点、お伺いします。

西井委員長 庄田課長。

庄田環境課長 環境課の庄田でございます。どうぞよろしくお願いします。

ただいまの質問でございますが、１の組合運営に関する経費は、人件費とか経常的な経費

なので、御所市も入っております。

それと２点目、施設維持管理費に関する経費でございますけども、アクアセンターの処理

に係る費用とかもきみの湯の管理運営に関する費用でございますので、これも御所市は入っ

ております。

以上でございます。

西井委員長 谷原委員。

谷原委員 もう一度確認なんですけども、御所市が抜けるというのは、今の段階では（２）のところ

だけということでしょうか。

西井委員長 庄田課長。

庄田環境課長 御所市が抜けますのは、し尿運搬に関する部分だけでございます。

以上でございます。

西井委員長 ほかに質疑はございませんでしょうか。

谷原委員。

谷原委員 この時期に御所市が抜けるということについて、どういう理由なのか。これは、直接には

関係ないかもわかりませんけれども、なぜ抜けるのかということと、それから、当初、発足

は組合として広域化の中で発足されたと思いますので、この時期に抜けられるということに

ついて組合の議会の動きは、これは議員も出ておられるのであれなんですが、どういうふう

なご意見とか、そういうものがあったのかということについてお伺いしたいと思います。

西井委員長 庄田課長。

庄田環境課長 環境課の庄田でございます。

ただいまの質問でございますが、まず１点目ですけども、なぜ御所市だけ抜けることにな

ったのかという理由についてでございますけども、御所市は、市内におけるし尿収集運搬及

び浄化槽清掃業務の許可を持つ業者をアクアセンターへの運搬業者とすることで、し尿収集

運搬及び浄化槽清掃業者からの一連の作業として、より適切な収集処理業務を行うことを目

的として、令和２年度より、業務の委託を考え、協議検討を行いました。そして、し尿中継

槽を自社敷地内に持ち、日常保守点検業務を行っていること、し尿浄化槽汚泥運搬業務に必

要な経験技術を持ち、業務に必要な車両機材についての用意がある市内の業者を委託先と決

定したため、御所市が単独で処理することになりました。

そして、２点目ですけども、組合の議会の動きについてでございますけども、本市議会の

代表３名を含む、令和元年８月の組合議会におきまして、管理者から報告がなされておりま

す。

以上でございます。

西井委員長 谷原委員。
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谷原委員 管理者からそういう説明があったということで、私は余り記憶にないんですけど、議会と

して代表が出てると。重要な変更があって、理事者側から提案はあるんですけども、議会と

しても、代表から出ておられる議員から、できたらご意見があれば参考になるんだなと思っ

たんです。というのは、私も、御所市は御所市の事情があるんでしょうけれども、これは意

見になりますけれども、共同事業ということで、施設も共同化して、それで協定を結んで参

加してるわけです。ところが御所市が委託事業にすると。業者さんは全部、施設についても

運搬についても自分たちで管理してるから、当然それは抜けますわね。二重に払うことに御

所市はなりますので。だから、それは最初の約束から見ると、どういう協定を結ばれてどう

いう約束で、またこういうことを認めはったんかなというふうに私は疑問に思うところがあ

るんです。こんなことをやり出したら、市町村が、うちは委託業者はまたこうすると、委託

業者が全部運搬とか施設管理しますというふうになると、残ったとこが大きい施設を維持し

ていくことになるわけですから、どうもそこら辺が最初の協定からどうだったのか。また議

会でどういう議論がなされたのか。そこら辺が私としては腑に落ちないというふうなところ

がありますので、これは意見として述べておきます。

以上です。

西井委員長 西川委員。

西川委員 施設って、うちやと竹内に持ってるような施設のことを言うてるんやろう。中継地の。違

うの。御所市は、その敷地の中にそういう中継地を持っとるわけやろう。そやから、全体の

施設の管理運営なんていうのからみたいなん抜けられへんやん。ただ、中継地から、うちら

やったら、いろいろ浄化槽のあれでもくみ取りでも、あの中継地へ運んでる 城市の人いは

るわな。市が頼んでる。そこから何かきれいな10トン車のところで、そこへ積みかえていう

か、それをアクアのとこへ運んでる、そのことだけ抜けたいと言うてるんやろう。そやから、

中継地の施設そのものはうちが管理やってるわけやろう。そういうことやん。各それぞれが。

そやから、こういうことですって言わんと、そんな勝手に施設の中のかもきみの湯のあれも

一緒に入ってるわけやんか。温泉掘ったり、そんなんでも、こんなん使わせてくれとか、こ

うさせてくれとかいうやつも入ってるやんか、この組合の中に。言えば、施設管理に入って

るやんか。あそこも受けてくれたから、御所市が。海洋投棄ずっとあかんと、瀬戸内海法で

あかんと言われてから、受けてくれたから、少々は、御所市の方の、もともと緑樹園でやっ

てたやつをそういうふうにしてくれたから、それは、こんだけのことやさかい御所市にとい

うことで優遇してあるないうとこはあるけれども、受けてくれへんだら、こんなん、海洋投

棄できへんようなったらどないすんねんみたいな話あったやろう。そやけども、御所市その

ものは、今、うちらで言う、 城市が出してるような業者が、また中継地点へ、同じ敷地や

のを渡して、ほいで、また違う業者が積みかえて、アクアのとこへ持っていく。そんなんせ

んと直接こういうふうにやるわと、自分とこの業者が、御所市の業者がやるわと。それの方

が御所市にとっては安うつくんか何するんか知らんけども、そういうことを言うてるんやろ

う。結局、俺は、一番最初確かめたように、全体の量が減るやんか。業者の名前は今出した

らあかんのか知らんけども、今、運んでいる人おるやん、10トン車の大きいタンクで運んで
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るやろう。その人が、御所市抜けたら全体の量が減るさかいに、単価を上げてもらわな運搬

できへん。将来的にはそないして抜けていかはったら、そんなん、運搬の単価上げてもらわ

んなんと。そういう話は出てませんということを言うてるんやろう。そやから、うちは、御

所市がそういうことをしはるのやったら、議会の議決は要りませんねんと、これ、管理者の

報告でよろしいねんと。その部分の運搬だけやから。そやから、俺、別にこんなん、それ響

いてくるていうんなら別やで。全体の量が減るさかいに、今やったはる人が、いや、立米の

単価上げてもらわな、いかしませんねんと言うのやったら、ちょっと待てよという話になる

けども、それは変わらん言うてるんやろう。そこをはっきりと、中継地の施設管理なんて、

もともとから個々の中継地点の管理なんていうのは、 清の中に管理費みたいなん入ってな

いやろう。

西井委員長 前村部長。

前村市民生活部長 市民生活部長の前村でございます。

例を挙げて補足の説明をさせていただきます。例えば、私どもの 城市ですと、兵家に中

継基地がございます。そこから、例えば、今、アクアセンターが寺口にあるとします。そし

たら、同市内から同市内へ行くのに、御所市の場合やったら、うちの場合は大和清掃さんで

すけれども、大和清掃さんが行くことによって、いろんな作業も効率的に行えるのではない

かということであります。御所市長から、管理者としての東川裕様に宛ててる申し入れによ

りますと、協議検討を行ったところ、今申し上げましたように、し尿中継槽を自社敷地内に

持ち、日常保守点検業務を行っていること、そして、し尿浄化槽汚泥運搬業務に必要な経験

技術を持ち、ここらはあとは補足ですけども、業務に必要な車両機材についての用意がある

こと、また、市内におけるし尿収集運搬及び浄化槽清掃業務から一連の作業として本業務を

行うことによりというような申し入れがあってのことでございます。

単価については、今現在、葛城清掃、アクアについては、明光さん、八光さんが請け負っ

ていただいてますけれども、単価については、御所市が抜けることによって変えないという

ことを、葛城清掃事務組合の方で確認をとっております。

それと、議決事項ですが、再度説明ですが、御所市がし尿の運搬業務を単独で行うことに

関しましては、組合議会の議決は必要としておりません。組合議会の議決は地方自治法第96

条が準用されますので、同条には、条例を設けたり改廃すること、予算を定めること、それ

から、決算を認定することとなっておりますので、そのことで議決どうこうというのは外に

あるものやと思います。

以上でございます。

西井委員長 谷原委員。

谷原委員 よくわかりました。要は、そういう規約のことについては、法で議決事項がない。ただ、

規約の中身が、御所市が抜けることによって、こういう表を改定しなければいけないという

ことにかかわる規約ということですから、よくわかりました。

西井委員長 ほかに質疑はございませんでしょうか。

（「なし」の声あり）
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西井委員長 今、とりあえず、御所市が抜けても費用は変わらないという話ですけど、これは、物価

上昇やいろんな要因によって変わってくるときあるけども、基本的には、ある程度期間は変

わらへんいうことでよろしいですか。

前村部長。

前村市民生活部長 今、委員長おっしゃっていただいてますように、御所市が単独で行うことにはよ

らず、その他の物価とか、あるいは社会情勢の変化等による将来的なことまでは申し上げら

れませんけれども、当分の間は、運搬の単価は変わらずこれまでのままということで確認を

させていただいております。

西井委員長 ほかにございませんでしょうか。

（「なし」の声あり）

西井委員長 ないようであれば、質疑を終結いたします。

議員間討議を希望される方はおられますか。

（「なし」の声あり）

西井委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

西井委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより議第72号議案を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

西井委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第72号は原案のとおり可決することに決定いたしま

した。

以上で本委員会に付託されました議案の審査は終了いたしました。

引き続きまして、本委員会の所管事項の調査案件についてであります。初めに、ごみの減

量化に関する諸事項についてを議題といたします。

本件につきまして、理事者より報告をお願いいたします。

前村部長。

前村市民生活部長 市民生活部長の前村でございます。よろしくお願いいたします。

こちらの方からは、現在、建築をさせていただいております笛堂のストックヤードの建築

工事の経過報告をさせていただきます。

お手元に地図を配っておりますが、それについては後ほど課長の方から詳細を説明させて

もらいます。私の方からは概要の説明でございますが、ストックヤードの建築工事につきま

しては、本年12月９日に市の竣工検査が行われ、適正な施工が確認され、市に引き渡しを受

けております。

なお、外構工事につきましては、11月26日に入札が行われ、その結果、新和建設株式会社

が落札し、11月27日に契約を締結いたしました。契約金額は1,958万円で、工期は令和元年

11月27日から令和２年３月19日までとなっております。業者との打ち合わせを行い、竣工に
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向け進めさせていただく予定でございます。外構工事の契約に伴い、施工監理業務委託を、

施行期日を令和元年12月10日から令和２年３月19日に変更させていただきましたことを報告

申し上げ、なお、これ以後の図面を使っての説明は担当課長からさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。

西井委員長 庄田課長。

庄田環境課長 環境課の庄田でございます。どうぞよろしくお願いします。

続きまして、竣工いたしました建築工事及び、今後施工していきます外構工事の概要につ

きましてご説明申し上げます。お手元の資料、Ａ３の横とじの分でございますが、これに基

づいてご説明申し上げます。

まず、１枚目でございます。ストックヤード建築場所の位置図でございます。笛堂区の旧

新庄クリーンセンター跡地に建設させていただきました。

おめくりいただき、２枚目でございます。敷地内の全体配置図でございます。ピンク色の

部分が屋内ストックヤード、黄色部分が屋外ストックヤード、白色部分が駐車場、グレーの

部分が敷地内道路、青色部分が調整池でございます。緑色部分は空きスペースになります。

このほど竣工いたしましたのは、ピンク色部分の屋内ストックヤードの建築工事でございま

す。今後、施工していきます外構工事につきましては、黄色部分の屋外ストックヤード、白

色部分の駐車場、グレー部分の敷地内道路が工事範囲となります。

おめくりいただき、３枚目でございます。ストックヤードの平面図になります。面積は、

縦10.2メートル、横22.5メートルの228.15平方メートルで、高さは、４枚目の断面図に示さ

れておりますが、5.1メートルになります。家具、自転車ストックヤード及び修理スペース、

発泡スチロール、溶化スペースと剪定枝チップと発泡スチロールのストックヤード、それと

事務室に分かれています。

最後の４枚目でございますが、ストックヤードの立面図でございます。ストックヤードを

東西南北それぞれの方向から見た外観で、屋根の形状や勾配、窓、ドアの配置と外観デザイ

ンのイメージをあらわしております。

以上がストックヤード建築工事及び外構工事の概要になります。今後ともお世話になりま

すが、よろしくお願いします。

以上でございます。

西井委員長 ただいま説明願いました件について、何かございませんでしょうか。

西川委員。

西川委員 いろいろと紆余曲折があって、それでこういう形に落ちついてきたと。循環型の形成社会

をするがために、解体のことから何から、やっぱりこういうふうなものを建設せないかんと、

それが、いろいろな地元要望があり、いろんなことがあって、何が一番ええかというふうな

ことをその当時は検討して、それで、こういうストックじゃなしに、いろんな処理ができる

ようなんがええんやろうかというふうなこともあったんやけれども、地元もそういうふうな

処理して、においも出てとなるよりも、こういう形がええということで進んできたんやな。

ストックヤードをこしらえる。これはこれでよろしいやんか。何のためにこのストックヤー
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ドができたかというと、ここに発泡スチロールどうのこうの書いてあるけれども、一応は資

源ごみ、再生資源というか、それら辺も含めて、一番当初は、僕は、このストックヤードい

うのは、この形にせえと言うてたんやけれども、循環型の中で解体した後、これをせなあか

んから、国からの補助金をもらうがためにはこれをせないかんから、こういう形がええ言う

てたん。何でやいうと、はっきりと値段のええときにちゃんと、今は、一番最初、こういう

資源ごみを回収してもらうのは、民間に、僕、一般質問で言うたように、そこへ頼んであっ

たから、そこの人が集めてきて、その人が売ったはったわけや。空き缶にしろ、アルミにし

ろ、何にしろ、そういうのはそこが売って、自分とこの収入にしたはったんや。この表のや

つ、あれしはったけども、それをしたはったわけやん。そやけども、今度は、これは、集め

てもうたやつは、これ、どない言うの。資源ごみて書いてあるの。どう言うの。

（「再生資源」の声あり）

西川委員 再生資源言うの。そやけど、ごみて書いてる。資源ごみ、どない言うんかな。そやから、

それは、今、値段のええときに市場に出した方がええやろう。そやさかいに。全部、今、新

クリーンセンターでいろいろ再生資源の空き缶であるとか、いろんなことをやってる。そう

いうふうなやつは、ここへ、これ、小さいのと違うかな思うんです。そういうのをきちっと

ストックできる場所があった方がええんと違うかと、こういうことでやり出さはったんやけ

ども、平面図を見てたら、小さいのと違うかなと思うんや。ストックするとこについては、

こんなもんなのかなというのが１つ。発泡スチロールとかこういうのをストックして、これ

はもう１回再生できるから、ここへ置いたんやな。これは売れるのかどうか俺ようわからん

けれども、ただで引き取ってもらうのかどうか知らんけれど。空き缶とかあんなんは、もう

向こうでやってるのかな、クリーンセンターで。それで間に合ういうことか。俺は足らんよ

うに思うけど。

１点、小さいのと違うかと思うのと、それと、一般質問の中で、一気にこの表、僕は知ら

んけど、置いてもうてた中で委託料がぼんぼん上がってると、このグリーンの。このときに

質問しはったときに、何か物すごく上がって、１億か8,000万円か知らんけど、節約できる

やないかと、この委託料が。ほんまにそんなことできるのか、これ。不当利得がどうのこう

のみたいな話まで出てきて、自分らは何の、それに関して、うん、うんと言うだけで、どん

な答弁をしたのか。俺ははっきりこれを見て、20年か二十何年、そんなん、これ、民間のと

こ安い、安い言うけど、今言うたように、売ったお金、何ぼか知らんで、2,000万円か3,000

万円、その民間のとこへぽんと行ってるわけやん、売ったお金は。今もこんだけかかったる

けれども、年間で1,000万円か1,200万円か、俺知らんよ。その分は 城市に入ってるのと違

うの、資源用のこれ売ったやつは。そこら、ちゃんと説明をせんと。それと、こんなん上が

っていくのは、安う、そんだけ節約できるとこがあんのやったら、よう調べて節約して、そ

んな金のかからんとこへ出すなら出したらええ。できるんやったら。１億も8,000万円も節

約できるのなら。それ、できるのかいな、そんな節約。そんな言われて、ええって、そんな

できるやつおらん、見逃してきたんかい。そこらはちゃんと答弁してくれやんかったらな。

ここであんまりいろいろと、議員間のことになってしまうさかい、あんまりそのことは言え
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へんから、今度は議員のときのあれでやるけど、自分らが一般質問したときに、きちっと答

弁したんかいうけど、俺はしてないように思うから。不当利得まで言われてたやん。そんな

ことまで見逃してたんか。２つ言うて。

西井委員長 前村部長。

前村市民生活部長 市民生活部長の前村でございます。よろしくお願いいたします。

まず、ストックヤードの狭い、広い、それから、発泡スチロールや空き缶の処理について

は、担当それぞれの課長、所長から説明をさせていただきます。

３点目に、私の一般質問の答弁等のことをふれていただきましたので、そのことについて

私の方から説明なり補足なりをさせていただきたいと思いますが、委員から質問いただいた

件については、いろいろと検証が必要な観点を、ご意見をいただいたということを受けとめ

て、仕様書等に生かせていただきたいなと思います。一方、今、西川委員からも意見をいた

だいております、そのことと、我々としては、調整をしながら、現場で仕事をしていただく

方々が、気持ちよくやっていっていただく中で、倹約できる部分、仕事上いろんなことがあ

ると思いますが、できる部分についての無駄がないかの検証は必要であろうかなと思います。

不当利得というのは、民法第703条、私も後で調べさせてもらいましたけれども、これは、

４つの構成要件がありまして、行政側としては、それに当たってないというのが私の見解で

ございます。

以上でございます。その詳細について私が説明させてもらえてない部分については、クリ

ーンセンター所長から順を追って説明させていただきます。よろしくお願いします。

西井委員長 庄田課長。

庄田環境課長 環境課の庄田でございます。

先ほどの発泡スチロールの件でございますけども、今、竣工いたしましたストックヤード

におきまして、発泡スチロールの減容化を考えております。減容化しまして、ある程度数が

そろいましたら、売却の方も考えております。

それと、ストックヤードが小さいのではということでございますが、これは、地域計画の

中でうたっております内容に沿いまして建設させていただきました。あと、これから駐車場、

敷地内道路、屋外ストックヤードと工事していきますので、予算の関係もありますので、こ

れが精いっぱいの大きさということでご理解願えたらと思います。

以上でございます。

西井委員長 西川委員。

西川委員 はっきり言って、今、これを売り払った資源、再生、これ、ごみで資源として空き缶とか

そんなん、そうやろう。それを答えなあかんがな。

西井委員長 白澤所長。

白澤クリーンセンター所長 クリーンセンターの白澤でございます。

ご存じのとおり、平成29年度から新しいクリーンセンターとして稼働しております。その

前年度、平成28年度から平成29年度にかけて、大幅なリサイクル処理の増額ということにな

っております。その主な原因といたしましては、当然、リサイクル施設の運転の管理、今ま
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ではその分がありませんが、そこのリサイクル等の管理の分も当然入っております。それか

ら、當麻地区資源ごみ収集の分が、以前は當麻の職員で行っておりましたが、平成29年度よ

り、こちらの方も業者一本ということで処理をさせていただいておりますので、その分での

増額が見込まれてのことだと思います。

以上でございます。

西井委員長 西川委員。

西川委員 売払いのことを言わんのやけど。

西井委員長 白澤所長。

白澤クリーンセンター所長 まず、平成23年度、資源ごみの売り上げの分が約1,020万円程度ござい

ました。前年度につきましては、合計で1,000万円ほどだったんですが、平成23年度につき

ましてはそれぐらいでございます。それから、平成30年度につきましては約1,370万円程度

の売上額がございました。

以上でございます。

西井委員長 西川委員。

西川委員 そやから、そっちが上がったるのはそういう要因やけど、ほな、結局は前の當麻でやって

て、當麻で集めて當麻で売ってたやん。その分は。それを民間の人がそれを売ったはったや

ん、その分、新庄の分でも。それは大体予測つくん違うか。

西井委員長 白澤所長。

白澤クリーンセンター所長 平成23年度について詳しく説明させていただきますと、當麻クリーンセ

ンターの入ということで約925万円ほどございました。それから、新庄の分は95万円程度で

ございます。合わせて1,020万円程度になるということでございます。

以上でございます。

西井委員長 西川委員。

西川委員 民間のことやから、そっちはつかんでないいうのはわかるけれども、それから類推してみ

たら、新庄のこととかいろいろやったら、類推してみたらその分が、言えば、運営やる中に

その分も込んで話できたら、ここへ出てくる運営費は安かってもいけるやろうと、こういう

ことやな。これは実際のところがわからへんさかいに、結局、これから、わし言うたように、

一般質問したように、そちらの答弁で俺、納得してないから、これから何ぼでもやりますさ

かいに、ここのところははっきりと、この委員会ではこの程度にしとくけど。ただ、この上

がってくる分について、管理費も含めて１億何ぼ、やり方によったら安うつくんやと、こう

いうことを言われて、ほんまにそこんとこちゃんと精査して出てるのかどうか。そんなこと

できるのかどうか。何ぼか安うなっても、そんな１億何ぼも、そんなことできるのかどうか。

そこんところを、今は返答できへんのか知らんけれども、それをちゃんと返答してもらわん

なんようになるよ、これ。ああ、なるほどなんて聞いてたら、一般質問。

それと、この資源ごみそのものについてわーっと上がってきてるのは、分別収集もせなあ

かんし、細こうなってきたるし、いろんな手間もかかるさかい上がってきたるのはわかるけ

ども、ただ、その中で、今で1,300万円ほどは、結局はよそへ入ってたやつが市に入ってく
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るようになったということやな、これ。今言うた、平成30年、1,300万円入ってくる。今ま

で民間に集めてもうてたやつは、そんなん 城市に何も入ってきやへん。當麻は自分とこで

集めてたさかい、當麻の分、九百何万円か、それは入ってるけど、新庄の分は違う、わから

ん言うから、そこから類推してくれて言うてるんやな。わかった。

西井委員長 梨本委員。

梨本委員 関連でお聞かせいただきたいんですけれども、今、平成23年が1,020万円が、平成30年で

1,370万円になったと。つまり350万円程度増益といいますか、市として有価物として返して

いただける。これは本当にいいことではないかと私は思うんです。ただ、前提条件をきちっ

と把握しとかんと、ここのテーブルで議論できないと思うんです。たしか私の調べる限りで

は、平成23年当時は、廃棄物の処理費も全て業者持ちであったというふうに私は理解してる

わけなんです。つまり、この当時、全ての大型ごみ、不燃ごみの処理費、こちらの方が市が

負担してたのか。今は市が負担しているのか、それとも業者持ちなのか。この辺を１つ教え

ていただきたい。

それから、今まではその管理がなかったということなんですけれども、私、これ不思議な

話やと思うんです。というのは、基本的にこれまでは業者さんの設備でやってくださってた

わけですよね。その業者さんは、その設備を管理されてなかったんですか。つまり、リサイ

クル施設を今までは管理してませんでした。新たに管理が生まれました。だから、この金額

になるんです。これはわかります。でも、リサイクルする以上、施設を持ってはるわけです

よね。管理してないんですか。それで、いきなり管理がふえたからこの金額になる。これは

どうも、私は不思議な話やなと、こういうふうに思うわけです。この件に関しては、答えら

れる範囲で、どういうことなのかということをお聞かせいただきたいのと、あともう一つ、

これに関しては、現状ごみの減量化に関する話ですので、私、今、本当に危機的な、廃棄物

のリサイクルに関する問題に関して言うと、中国の廃プラスチックの輸入の規制であったり

とか、それから資源の循環のことに関して言うと、非常に資源相場が激変しとるわけです。

例えば、古紙なんかでいうと、もう本当に今、古紙回収が赤字でできないというところがふ

えてきてます。そうなってくると、非常にそういった、今まで有価で売却してるところが、

これ、さっきの話も一緒なんですけれども、価格というのは相場が変動しますので、高いと

きも安いときもあるということは前提なんです。ですので、さっきの1,020万円と1,370万円

がどれだけの相場における金額かということは、これは検証が必要です。どれだけで買って

もらってるのか。

それは置いといて、私が今言いたいのは何かというと、環境が激変してる中で安定してリ

サイクルをしていく。分別したものがちゃんと資源としてはけていくということが必要だと

思うんです。その中でお聞きしたいのが、リサイクル率なんです。恐らく平成23年までは、

私が調べる範囲では、リサイクル率がきちっと全て提示されてたと思うんです。集めてきた

もののうち、空き瓶でも白色の瓶が何％ありました、茶色の瓶が何％ありました、それ以外

の緑とか黒とかの瓶が何％ありましたということを、以前はちゃんとお知らせいただいてた

と思うんです。ところが、それを担当に聞きますと、最近はその辺がわからないということ
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ですので、このリサイクル率、わかる範囲で教えていただきたいなというので、まずそこま

でお聞かせいただけますでしょうか。よろしくお願いします。

西井委員長 白澤所長。

白澤クリーンセンター所長 質問をいただいてございますが、何も手持ちの資料がございませんので、

すいませんが、後ほど回答させていただいてもよろしいでしょうか。

西井委員長 前村部長。

前村市民生活部長 市民生活部長の前村です。

総枠的な説明になるかもわかりませんが、私の把握しているところでございますと、確か

に、今、梨本委員おっしゃっていただきますように、施設管理がのってきてる。ただ、私が

把握してるのは、以前はほかの 城市以外のものと一緒に、その中の１つとして 城市も入

っておったということかなと思うのが１点であります。

それと、梨本委員の質問の前に西川委員から質問いただいている経理について、平成23年

までについては、今は入として入っている部分について、入っていなかった、その具体的な

額については、私の方、今申し上げることできないんですけれども、その経理の中身につい

ては民間のことですからという把握をしております。

あと、随意契約云々ということも議会の一般質問でいただいております。そしたら、平成

23年までは随意契約ではなかったのかということも調べておいてくださいということについ

ても、これから調べていきたいと思います。

そんな中で、いろいろとふだん討議しておりますのは、いろんな業界、仕事の中で競争、

入ってきていただけるような業者さんがあればいいんですけれども、そこでもって、我々で

余り妥当で仮にあったとするのにもかかわらず、高い安いということを議論すると、もうえ

えで、撤退するでというようなことになってもだめですし、環境、衛生の仕事というのは、

１日も待ったなしの大切な仕事をやっていただいてる、その方々が気持ちよく仕事をやって

いただけるように、いろんな観点を節約しなさいよというところを谷原委員は教えていただ

いてるんだなと、そういうことはやっぱり検討しなければいけないんだなと思いつつ、これ

から更に検討を進めていかなければならないと思っております。こんなところです。すいま

せん。

西井委員長 梨本委員。

梨本委員 いろいろと部長もご苦労されてると思いますし、白澤所長の方から、調べるというところ

も聞いてますので、調べた後、また教えていただきたいと思うんです。私が言いたいのは、

確かに私は、この件に関しては一般質問において長らく何回にも分けてこのことは指摘して

ると思うんです。業者さんがないという話は、私は今さらの話やと思います。というのが、

ほかでそれだけの高額で随契をしているところがあるのかという話です。ほかはちゃんと競

争入札もしくはプロポーザルでやっとるわけです。にもかかわらず、 城市だけが収集体系

を、これをこの業者さんでなかったら維持できないとなっているのが、私には、それは行政

側の探す努力が足りないのではないですかと。もしくは、私がいつも言ってるように、そこ

まで業者さんにそっぽ向かれて、市民の方に迷惑をかけるんだったら、直営でやられたらど
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うですかと私何回も言ってるじゃないですか。直営でやったらいいんですよ。そしたらこん

な問題全く出ないじゃないですか。だから、直営できちっとやるというのが私は一番いいと

思ってます。

リサイクル率の話はまた後ほどいただけると思うんですけれども、価格の話で少しだけお

聞きしたいことがあるんです。というのは何かというと、以前、平成23年までは指定法人制

度というものを活用しての、 城市は処理をしてたと思うんです。これはどういうことかと

いうと、容器包装リサイクル法において、空き缶、空き瓶、それからペットボトル、こうい

ったものは相場に左右されますから、今は有価であっても、逆有償、つまりお金と一緒に支

払うということが起こるわけです。そうすると安定的にリサイクルができないということで、

ペットボトルなんかも集め始めた当初は逆有償でした。それが、中国が景気がよくなって、

プラスチックを買い取ってくれる、そして相場が上がってくるということで、市場で賄える

ようになって指定法人制度が廃れていって、今は個別に業者に市場で売ってるのだと思いま

す。ところが、私は、空き瓶というのは市場がどんどん小さくなってきてるんです。住民さ

んからの収集も量がどんどん減ってきてるはずです。私の調査した範囲では、１トン当たり

の売却益は、透明の瓶で約2,000円ぐらいです。差はあると思いますけれども、５円もつく

ことはまずないと思います。つまり１トン当たり1,000円とか2,000円とかの話です。茶色の

瓶で約1,000円程度ではないかなと。これは相場によりますので、業者によっては違うと思

います。ところが、それ以外の瓶は全部逆有償なんです。だから、ずっと平成23年までは逆

有償で、指定法人制度を使いながらリサイクルをしてもらっていた。ところが、ある時期か

ら、 城市はこの指定法人をやめてるんです。その分がどこに行ったのかと。それは全部有

価売却としてのってきてるわけでしょう。どこで売れるんですか。瓶の業界というのは市場

が縮小してますから、数えるほどしか瓶のメーカーさんはないわけです。どこでその他色の

瓶が売却できてるのか。それも、申しわけないんですが、あわせて、売却益とともに調べて

いただきたい。特にこの件に関しては、私、非常に問題がある可能性を秘めてると思います。

なぜかというと、瓶というのは、先ほど言ったように、１トン処理しても2,000円とかの世

界なんです。１トンの処理をするのにどれだけの手間がかかるのか。４人も５人もの人が選

別して、１時間も２時間もかけて１トン、２トン処理していくわけです。どういうことかと

いうと、やればやるほど赤字が出るんです。ということは、これは十数年前に大きな社会問

題になりました。瓶を集めたといって、そして、リサイクルしてますといって、全部埋め立

ててたことがあるんです。これは大きな社会問題として近隣市町村でもそういったケースが

ございます。

谷原委員が一般質問の中で、近隣の市町村は、空き缶と空き瓶一緒に集めとるやないかと。

何で 城市だけ瓶分けとんねんと。これは、近隣市町村はなぜそういうふうにしてるか。こ

れは収集効率もありますが、瓶が割れないようにするためです。 城市のクリーンセンター

が全自動で粉々に割れた瓶を全部分けれるんだったら、それは別の話です。でも、そうじゃ

ない。手選別でやる以上、収集するときに瓶ばっかりだと割れます。ダンプをして、クリー

ンセンターにおろしたときに割れます。また、ホイールローダーで選別ラインに乗せるとき
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にまた割れます。ラインに乗ってきたときにはかなりの瓶が割れてるはずなんです。その中

で、これだけ住民さんにごみの分別を言ってきてるわけですから、どれだけリサイクル率を

上げる努力をしてるのか。この辺もあわせてお聞きしたいと思います。

西井委員長 白澤所長。

白澤クリーンセンター所長 ただいまの質問、いろいろいただきましたが、先ほどと同じような形で

こちらの方も調べさせてもらって、また後ほど回答させていただくということにさせていた

だきますけれども、とりあえず、瓶の売却は手持ちがございまして、平成30年度ですと、大

体トン当たり3,250円ぐらいです。それは無色瓶です。それから、茶色瓶につきましては

2,185円程度の収益という形で上がっております。

ほかのご質問に関しましては、こちらも調べさせていただきまして、回答させていただく

ということでよろしいでしょうか。

西井委員長 梨本委員。

梨本委員 白を3,250円、茶色を2,185円、結構いい値段で売られてるので、努力されてるのかなとい

うふうに思います。ですから、それ以外のもの、これが何％ぐらいのものが売れてて、その

推移がどうなってるのかということもあわせてまたお聞きしたいと思いますので、また答弁

は必ず早々に委員会に提出していただきますようお願いいたします。

西井委員長 ほかに。

谷原委員。

谷原委員 私の一般質問に関係していろいろとご質問とかご意見もありましたので、その部分に限っ

てお尋ねしたいと思います。これはストックヤードの議論なので、私も資料を持ってきてお

りませんので、こういう議論になると思いませんでしたので、あれなんですが、先ほどあり

ました、私が不思議に思ったのは、新クリーンセンターになって契約が、資源ごみ関係はこ

うなってるんです。クリーンセンターリサイクル施設運転管理業務及び資源ごみ等収集運搬

処理業務の委託契約です。従来はこれ、もともと 城市のリサイクルセンターですから、そ

ういうことがくっついたんかなと思うんですけれども、資源ごみについてはそれだけで契約

を単年度でやってます。この２つが長期契約でなってるというのも私は疑問があるんですけ

れども、それは置いといて、リサイクル施設運転管理業務委託、金額は幾らになってるか、

これが１つです。２つくっついて、金額は一本しか出てないから、このリサイクル施設運転

管理委託金額がわからないんです。

それから、もう一つは、議論をちゃんとするときは、それぞれ１トン当たり、資源ごみが

何ぼで契約してるか。これがきちっと出てこないとわかりにくいんです。と申しますのは、

先ほどもありましたように、例えば、業者が売却益を業者のものにしてる。これだって契約

で定めとかなあかん話です、はっきり言って。それを込みで契約してる段階であれば、そう

いうふうなことできちっと１トン当たり何ぼ、どういう契約やったかということをはっきり

させてほしい。

それから、當麻地区は市で直営でしたから、それを集めていることについては、自分とこ

で売ってたわけですから、それはいいんですけど、今、これ全部、當麻地区も含めて、一体
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１トン当たり幾らで契約してるのか。私、過去の契約ずっと調べました。そしたら、過去の

業者は、ある業者とある業者とある業者は、ちゃんと契約書の中に、１トン当たり、空き瓶

幾ら、空き缶幾ら、ペットボトル幾ら、粗大ごみ幾ら、不燃ごみ幾ら、きちっと書いて契約

して、契約金額が載ってます。ところが、今、契約されてる方の事業所は、契約以来一切契

約書に出てこないんです。明細を出してくれと言ったって、多分黒塗りだと思います。出て

こないと思います。わかってるのかどうかわかりませんけど。今回のこれはどうなってるの

かということです、平成29年、平成30年。これ、１トン当たり何ぼか。多分契約ちゃんと見

積もりあると思うので、ちゃんとそれは数字として出してください。ただ、今日ここでそう

いう議論を、私はするような場ではないと思うので、それさえ資料をちゃんと出していただ

いたら、実際リサイクル施設運転管理料について、従来業者持ちだったわけですから、業者

持ち込みでそうやってた単価と、１トン当たりどうかと。リサイクル施設運転管理料以外に

１トン当たり何ぼと出てたら、これはどうかなということもわかるわけですから、数字をき

ちっと出していただきたい。契約上の数字をきちっと出してください。こんなん、業績上で

どうのこうのじゃないですよ。ちゃんと見積もりをやってるはずですから、積算を、それに

ついてちゃんと出してください。実績按分じゃないですよ。それだけしっかり出していただ

きたいと思います。これはお願いです。すいません。今、私に関連したことやから、ここで

答えていただくいうのは大変だと思いますので、１つ、こちらの笛堂の件の、ストックヤー

ドのことについて幾つかお伺いいたします。

１つは、進入路のことなんです。進入路が、この用地だと右側の方が葛城川の方向になる

んですかね。この進入路がどういう形で、例えば、これは、クリーンセンターの方から運ば

れてくると思うんですけども、進入路がついてますので、大体どの道を想定されて、市のク

リーンセンターからトラックで運ばれてくるんでしょうか。地元の皆さん、常時こういう車

が通ることになりますので、その想定を、どこからどう入られようとしてるのかということ

について、どういう計画か。つまり進入口ですから、当然、運ばれてくるところは便利な方

につかなければいけないと思いますので、そのことについて１つお伺いします。

それから、先ほども出てましたけれども、発泡スチロールですけれども、溶化施設とあり

ますから、溶かしてインゴットにして積み上げるんだろうと思うんですけれども、その溶化

施設に当たって、溶化について、何かにおいがするものなのかどうか。私は素人やからよく

わかりません。燃やせばすごいにおいがするので、溶化についてどういうふうな形でやるの

か。それから、その処理です。液の処理とか、そういうものについての施設、下水、汚水処

理、どんな形になるのか。そこら辺がこの設計図からはよくわかりません。溶化スペースと

だけしか書いてありませんので、添付された３枚目ですか、ここら辺の発泡スチロールの溶

化のことについてお答えいただけたらと思います。

西井委員長 庄田課長。

庄田環境課長 環境課の庄田でございます。

ただいまのご質問でございます。クリーンセンターからどの道を通ってくるかということ

でございますけども、今のところ、まだ細部までは決まっておりませんが、葛城川沿いの道
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を通ってストックヤードの方に入ってくるのではないかと考えております。

それと、発泡スチロールの減容化のときに発生するにおいについてでございますけども、

先日、発泡スチロールの減容機のデモを行いまして、やりましたところ、担当した職員に聞

きますと、わずかに鼻に来るようなにおいはありますけども、換気扇を回しておりましたら

消えてなくなるということで聞いております。

あと、ストックヤード内で発生する汚水的な処理でございますけども、ストックヤード内

に水栓がございまして、水が出るようになっております。それを、水を出して洗うように、

下はコンクリートの土間ですので、直接洗えるようになっておりますので、洗い流した分に

つきましては排水処理させていただく予定になっております。

以上でございます。

西井委員長 谷原委員。

谷原委員 まず、道の件でありますけれども、葛城川沿いということだったら、多分、この地図でい

いますと、葛城川の横に、真ん中から下にロイヤル染工さんがありますよね。ロイヤル染工

さんという工場があります。そこから入って、北向いて入っていくんでしょうね。そうする

と、この図面上の進入口からするとちょうどいいのかなというふうに思うんですけれども、

多分そういう進入経路を想定してやっておられるんだろうと思うんですが、それは確認です。

それと、つまり北側の方から入ることになってませんから、南側からですので、多分こうい

うことなんだろうなと思うんですが、それは確認です。

それから、もう一つ、発泡スチロールの件ですけど、中の人は、外に出せばにおいはしま

せんよ。でも、外に出た人が、風向きによっては、民家の人にどの程度においがするのか。

特に化学物質ですから、これはちょっとでもにおいしたら、近隣の方は、多分市の施設だし、

かなりクレームが来るんじゃないかなと思いますので、どの程度なのかというのが、確かに

つんと鼻ににおいはする、作業する人は出せばいいと。出されたのが風に乗っていくことに

なるので、そこら辺のアセスメントというか、環境評価というか、どんなものになるか。ど

れぐらい１日溶かして、どれぐらいのそういうふうな物質が発生して飛散していくのかとい

うのは、私は、ある程度見積もられた方がいいと思います。やるんだったらちゃんと溶化施

設をつけて、溶化作業をちゃんとやるんだとすれば、そこはきちっとやっていただきたいな

というのがあります。そういう考えはないのかいうことと、それから、処理につきましても、

下が汚れたから水で洗い流してということではなくて、溶化施設は僕はよくわからないんで

す。何らかの溶液を使うとすれば、定期的にその溶液の交換なり、そういうことが必要にな

るとすれば、それがわからなかったので、そこはないのであれば、単純に溶化いうのはどう

いうことかよくわからないので、どのようにしてインゴットみたいにしていくのかよくわか

らないので、そこら辺のことを含めてお聞きしたいと思います。

西井委員長 庄田課長。

庄田環境課長 環境課、庄田でございます。

溶化施設なんですけども、発泡スチロールを溶かしているときは、別に液みたいなものは

何も発生しません。そやから、床面が汚れるいうことはございません。
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西井委員長 西川課長補佐。

西川環境課長補佐 減容機でございますが、こういう機械ありまして、発泡スチロールを上から投入

して、中でぐるぐる回ってますので、それで粉々にした形で、その下に熱で溶かしていくと。

機械の横にこういう縦の筒がございまして、そこへだんだん流していって、約90センチほど

のインゴットができると。この前、締め切った状態でやったんですけども、中でおってもそ

んな悪臭というほどのものでもありませんでしたので、業者の方にも確認したところ、それ

が気になるようでしたら、脱臭みたいな機械も取りつけられるというようには聞いておりま

す。

西井委員長 谷原委員。

谷原委員 ありがとうございます。リサイクルで環境問題とかかわることですので、そこは丁寧に聞

いておこうと思ったんですが、よくわかりました。先ほどつんとするにおいがあるとかいう

のがありましたのでお伺いしましたけど、そこまでにはならないということであれば、わか

りました。今後、ただ、住民の皆さんからいろんな声が出てくるかもわかりませんので、そ

こら辺はこちらの方も注意しておきたいと思います。

以上です。

西井委員長 ほかにございませんでしょうか。

内野委員。

内野委員 今、この図面を見させていただいて、屋外のストックヤードをどのように使われるのかと

いうことと、この下は、昨日、私、あそこを通ったら、屋内のストックヤードが完成してる

様子を見させていただいたんですけれども、結構敷地が広くて、あと、あそこはコンクリー

トを流されるんですか。それとも、図面を見たら、芝生か何か植えられるのかな。そういう

ようなことはどうなのか、教えていただけますか。

西井委員長 庄田課長。

庄田環境課長 環境課、庄田でございます。

ただいまの質問でございますが、屋外ストックヤードにつきましては、ストックヤードで

は剪定枝のチップ化も行いますので、チップしたものを一時的に屋外ストックヤードに保管

するということを考えております。

あと、図面のグリーンの部分ですけども、今のところは土身の状態で残しておくいうこと

で考えております。

以上でございます。

西井委員長 内野委員。

内野委員 ありがとうございます。土のままで残しておくんやったら見ばえが非常に悪いなと思った

から、昨日通って思ったんです。わかりました。屋外のストックヤードに関しては、剪定の

チップをそこに置いとくいうことで、これ、濡れても大丈夫なんですよね。あと、この周り

に木とかも植えられるんですか。そういうようなことはまだ考え……。わかりました。あり

がとうございます。

西井委員長 ほかに質疑はございませんか。
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西川委員。

西川委員 ストックヤードの議論やさかいに、そういうことやということやけども、なるほど、さす

がに細かいことまで梨本委員はよう知ったはるから、それはそれでええんやけど、平成29年、

平成30年のことだけを言うてるのと違うんやで。それは當麻だけのことで類推せえというこ

とやけれど、民間のことについては、民間のことやからわからんと。そやから、そんなん損

してそういうふうなことをしたはると。今、逆有償みたいなことでやってはると。そんなこ

とがほんまにあったんかどうか、俺ようわからんけれども、そこらもこれから出してくると

いうなら、僕はいろいろと求めていきますよ。民間のことはわからんと言うんかどうか知ら

んけど、平成29年、平成30年のことみたいなん、わかりまんがな。平成23年以前、その辺が

どこまで答えられるのかどうか知らんけれども、ここでやるあれと違ういうことやさかい、

徐々にそれはやっていきますけど。だから、そこらのところを、いろんな資料を出すときに

は、そこも含めて出せる資料は出してもらいます。

西井委員長 副市長。

松山副市長 副市長の松山でございます。

ただいま、ごみの減量化に関する諸事項についてという議題の中で、大変重要なご議論を、

いろいろとご意見を賜ってるところでございます。少し、いろんな場面で理事者側で手持ち

の資料で即答ができない場面が多々ございましたことについては、おわび申し上げたいと存

じます。いずれにしましても、一般質問も含めまして、いろいろと議会の方からご意見を聞

いていることにつきましては、最終的には、まずは来年度にまた新たな形で委託の枠組みを

しっかりと、これは、市にとって、市民にとって一番適切で納得のできる形で、そこをしな

ければならないと。そのためのいろんな検討材料なり検証として、過去の部分についていろ

いろなお尋ねをいただいていることだと存じますので、書類でわかることについては当然、

まずは一般質問で決算資料だけをもってでも、谷原委員からもあれだけの資料をおつくりい

ただいて、お示しいただいてるわけですから、そこにつきましては、内部で調べられる範囲

でいろいろ検証できることにつきましては、もちろん理事者側として責任を持ってしなけれ

ばならない部分かと思いますが、そういったことも含めまして、基本的には、次の契約に向

けて、どれだけ適正な、合理的な契約方法がとれるのかということにつきましては、既にご

答弁でもお答えをさせていただいてますとおり、理論だけを先行し過ぎても、実際に応じて

いただける、受けていただける業者がなければ、契約はできませんので、そういうことにな

れば、一方では、これもご提案いただいてますように、直営でなければしょうがないじゃな

いかということにもなりますので、そのあたりも含めて、まずは、基本的に今考えておりま

すのは、ずっと研究してまいりましたのは、委託の方向の中で、どれだけ合理的で経費を節

約してやれるかという方向で今検討はしておりますけども、その検討につながる形の中で、

過去の検証についても、理事者側で必要な分もしっかりやっていかなければならないという

ことについて、改めていろいろなご意見を賜りながら持っているところでございます。

それから、議会でお決めいただきました調査案件の中のごみの減量化につきましては、非

常に、そういった意味では、改めて非常に範囲も広くて大きな問題であるなということにつ
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きましては、これは、理事者側でも十分に認識をまた新たにしたところではございますが、

できる限りこの委員会の中でしっかりとお答えができますように、事前のいろいろなお問い

合わせとか詳細も含めまして、しっかりと連携、連絡をさせていただきながら、適切に今後

とも対応させていただきたいと存じます。

以上でございます。

西井委員長 梨本委員。

梨本委員 今、副市長からも言っていただきましたように、私としても、できるだけ事前にそういっ

たことも含めて、今後、市民の方にとって最善の方法は何なのかということを探していくの

が大事だと思いますので、その辺、議会と一体になっていろんなことを協議できたらなとい

うふうに思っております。その中で、最後に１つだけ聞かせていただきたいのが、ストック

ヤードの話なんですけど、何人ここに常駐されるのかというところを、私気になってるんで

す。というのが、発泡スチロールの溶化に関しては、皆さんイメージが湧いてないと思うん

ですけれども、例えば、これは、本当に車でいうと空気を運んでるような作業になるわけで

す。２トンダンプに山盛り発泡スチロールを積んでも、60キロとか80キロとか、100キロい

かないような、空気を運んでるような状態でここに運ぶわけなんですけれども、基本的に

城市は、発泡スチロール、その他プラの中で一緒に混ざってくることがあると思うんですけ

れども、発泡スチロールだけを別には、私はやってないと思うんです。発泡スチロールだけ

を別に回収してくるということはないと思うんです。しかも、発泡スチロールを溶化スペー

スで、先ほどインゴットの説明を課長補佐がしてくださいましたけれども、大体１本つくる

のに、機械によって出てくるインゴットは違うと思うので、８キロとして、溶化の機械自体

が、処理能力が大体１時間当たりにどれぐらいあるのかというと、ほとんど１本、２本つく

れるぐらいの処理能力しかないと思いますし、それをここでためていくとなると、これも２

つ目に聞きたいんですけれども、今まで売却された実績というか、どれぐらいのスパンで１

回売却できてるのか。私が心配してるのは、やるのはいいと思うんです。計画上でいろいろ

想定してやられるのはいいと思うんですけども、やりました、売却、４トントラックいっぱ

いためるまで、２トントラックいっぱいためるまで３年かかります、５年かかりますとなっ

てしまったら、それをためるまで置いておくだけのスペースをずっと、それで埋まってしま

うといいますか、ですから、私としては、これを建てられた目的はこの溶化スペースという

ことなんですけれども、何か有効的な方法でもっと活用できる方法があるんやったら、その

辺も行政内で考えられたらいいのではないかなという思いも込めて、発泡スチロールが今ど

ういう状態でリサイクル、売却されてるのか。どれくらいの頻度でどれぐらいの量ができて

るのかというところを、わかる範囲で教えていただけますでしょうか。

西井委員長 庄田課長。

庄田環境課長 環境課の庄田でございます。

ストックヤードに何人常駐するかということでございますけども、今のところ１人の常駐

を考えております。

それと、発泡スチロールのインゴット化でございますけども、計画では月に12本ぐらいの
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インゴットをつくることを目標としております。

以上でございます。

西井委員長 梨本委員。

梨本委員 今、月に12本目標ということなので、大体１カ月100キロ弱ぐらいとなると、１トンため

のに１年間、どれぐらいの数量がたまれば売却、取りにきてくれるのかどうかわからないで

すけれども、とにかく私が初めに言ったように、リサイクルの価格というのは物すごく変動

してるので、西川委員がおっしゃるように、相場の一番高いところで売れたらいいんですけ

れども、そんなのは本当に相場師でなければなかなか難しいわけです。ある程度たまった段

階で出していかないといけないし、となると、発泡スチロール96キロ、売却価格がどれぐら

いになるかわかりませんけれども、これをつくるのにどれだけの手間がかかって、そして、

どれだけの時間とコストをかけて売却益をどれだけつくるのか。私は、この設備があるので

生かしたらいいとは思いながらも、今、集めてるわけですから、その他プラと一緒に指定法

人さんにやってもらうとか、この辺に関しては、発泡スチロールに関しては、基本的に家庭

から出てくることはほとんどないと思うんですけれども、そうなると産業廃棄物と一般廃棄

物の区分の問題も出てきますので、その辺の法的な整理もしていただいた上で、もう答弁は

結構ですので、この先の使い方も、今後これでいくのかということもご検討いただけたらと

いうふうに思ってます。

以上です。

西井委員長 ほかに質疑はございませんでしょうか。

谷原委員。

谷原委員 ごみ減量化全体のことについて、今後の議論のこともありますので、お伺いしたいと思う

んですけども、ごみの減量化ということです。私は、この間、一般質問でごみの量の推移に

ついて、これは、決算書の成果報告書、過去をさかのぼって全部出して、こういうグラフに

しました。裏面に数値も上げてますので、これはご確認いただいたらいいと思うんですけど、

減ってるんです。これは市民の皆さんが大変努力して減っていると。でも、こっちの資源ご

みの方は、平成29年、平成30年、ちょっとふえたんです。ずっとこの間、資源ごみも減って

ました。それがまたふえたと。これの要因ですけど、これをどうお考えになってるのか。今

回、内訳、このたびは出しませんでした。でも、成果報告書にはちゃんと内訳も出て、それ

ぞれの資源ごみがどういう推移になってるかというのもちゃんと出ておりました。今回はそ

ういうのを出しておりませんけれども、容リプラというのを、容器プラスチックを新たに集

め出したと。その分が、だから家庭の中で燃えるごみ量として減った可能性があります。そ

のかわり資源ゴミの方に回ったと。容器プラスチックは結構出るんです。だから、そこら辺

の細かいところで、実際にごみが市民の方々の努力によって減量化になってるのかどうか。

これをぜひ、また問題意識を持ってやっていただけたらと思います。

今日はもうこんな資料はあれですが、その上でですけれども、先ほど梨本委員の話もあり

ましたけれども、容器プラスチックの扱いです。これ、私、近隣の町に聞いたけど、集めて

ないんです。 城市だけなんです。これは、でも、環境問題の高まりの中から集め出した。
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ところが、私は何度も前から言ってますが、これがよくころころ水路に落ちてる。水路から

流れる。私、家の前からしょっちゅう引き上げてます。これ、海洋汚染のもとです。微小な

プラスチック問題が、今、非常に、要はごみ袋、容器プラスチックが海洋に流れ出て、それ

が非常に今後大きな問題になってると。これは人間の体内にもいっぱい入ってきてるみたい

ですけれども、海のものを食べると、そうすると何のために環境を美しくしようと思ってる

のかというのが、容器プラスチックを集めるのがいいかどうか。これは選別されてるわけで

す。紙が張ってたらだめですよね。先ほど言った、悪いやつは全部海外へ持っていってたわ

けです。海外が今、それ、あかんと言ってるわけです。これまで受け入れてたところが。だ

から、紙のないきれいなやつを、ほんまにシルバーさん、分けてはるわけです。そのいいや

つだけを出してると。それがどういう比率なのか。ちゃんとリサイクルされてる容器プラス

チックは幾らか。それとも紙を張って非常に悪い容器プラスチックがどうなのか。これ、ち

ゃんと出してほしいんです。場合によっては、それは多分燃やされてると思います。もうど

うしようもないから、それをまた売って外国で処理してもらうなんていうのは大変だから、

売ったほうがコスト安いから、焼却炉が隣にあるわけですから。それやったらどれだけのコ

ストがかかってるかというのも非常に大事なんです。そこまでやって集めるのか。本当に集

めるんだったら、それぞれボックスを置いて、集積場にきちっと入れて飛ばないようにする

とか、今のようなああいう容器プラスチックの集め方、私は本当に問題だと思います。かえ

って環境を汚してます。いっぱい飛んでます。道路がとまるときもあるんです、車が。とま

って横によけると。何ら手当てされてない。あの軽いものがふわふわ飛んでる。だから、そ

ういうことも含めて、もう一回設計をし直してほしいんです。３月は予算の議会ですから、

どういう設計やったんやと、もう一回仕様書からゼロから見直してほしいということは、そ

ういうことを申し上げてるんです。

梨本委員がかなり詳しい専門的なこともおっしゃったから、どういうあり方がコストが少

なく、環境の負荷のかからない、 城市にとってもいいのか、もう一回検討して、契約上の

問題も含めて、ちゃんと予算を立てていただきたいということをお願いしておきます。今日

は、そういうデータとか難しいと思いますので、よろしくお願いします。ごみの減量化、そ

れから環境に負荷をかけない、特に海洋プラスチック問題は大変な問題になっておりますか

ら、それについて 城市がどうなんだということなりますので、そういうことで意見を述べ

させていただきました。

以上です。

西井委員長 ほかに質疑はございませんか。

（「なし」の声あり）

西井委員長 ないようであれば、本件につきましては本日はこの程度にとどめたいと思っております。

暫時休憩いたします。

休 憩 午後２時４７分

再 開 午後３時００分

西井委員長 休憩前に引き続きまして、会議を行います。
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次に、学校給食に関する諸事項についてを議題といたします。本件につきましては、今回

は、理事者側からの報告事項は特にないということでございますので、委員の皆さんから何

か確認事項などがございましたら、お受けいたしたいと思っております。

何かございませんか。

西川委員。

西川委員 報告ないって、僕が何回か質問してるように、このことで裁判をしたはるわけやんか。訴

えられてるわけやろう。異物混入も、情報公開のあれでどないなってるねんと言うて聞いた

ら、あまり変わらんほどの混入があるやんかと、前の業者さんとの間と比べてみたら。前は

何か、ＰＴＡや子どもや、あの人らまでこないして探してって、そんなふうなことまでいっ

て、今、ほんだら、どんな状態やいうたら、異物の混入ありまっせと。ないという報告はな

いわけで、あるわけやん。そんなん全然ない立派な業者やと連れてくるん違うんかい。一緒

のことやってて、何やねんと。ほいで、もともと入ってはったあけぼのさんそのものは、い

ろいろな指導して、ＩＳＯか何か、それもとって、それで改善もしてきたはるわけやん。地

元業者をちゃんと育成するような方向でやるいうて、その方向で、そういうふうな地元業者、

あけぼのさんとは言うてないけど、地元業者を優先してやっていくというような返答してる

やん。ほいで、この裁判結果というの、結果はまだ出てないんか知らんけれども、裁判所か

ら和解の話、そっちへ行ってないのか。何の報告もないって。和解を勧告されてるのと違う

んですか。

西井委員長 森井部長。

森井教育部長 前回、９月に取り下げというお話がここで出たかと思います。それ以降、口頭弁論が

２度ほどございました。その中で、今現在、和解といいますか、まず、どれぐらいの損害額

があるかというふうな話をしておられるところへ、私とこちらにいます給食センター所長と

行っております。前回ここでも出てましたように、取り下げの話が出ていて、その上でとい

うことで、この件に関しましては、向こう側も代理人さんも出しておられますし、私どもも

代理人を出してるという形で、弁護士さんの方にお任せして討論いただいてるという状況で

ございまして、和解案については、今のところ出ていないという状況でございます。

以上でございます。

西井委員長 西川委員。

西川委員 和解の勧告が出てないけれども、和解をすると。その条件はどんなんやというふうな話し

合いは双方の弁護士でやってるいうんか。結局は取り下げの話どうのこうのって、取り下げ

をすると言わはったんか、裁判の進み具合を俺は聞いてるわけで、今言うたようなことで取

り下げをすると向こうが言わはったんやったら、そんな話し合いないわけやん。和解の方の

弁護士同士が話をして、今度、その見通しとして、そっちの姿勢は、話し合いがうまくいけ

ば、裁判所はどんな状態で言うてんの。和解をするように促されてんの。言われてるの。裁

判所は勧告まではしてないやろう。そやけど、条件が合えば和解するようにと言われてるさ

かい、両弁護士で話してんのと違うの。どうやの、それ。

西井委員長 森井部長。



－51－

森井教育部長 私が横で聞いてるだけでございますので、イメージで余り言うのも何なんですけれど

も、当然、今まで、これ、平成29年４月からのお話でございますので、ずっとそういう口頭

弁論を繰り返してやっていただいてたと。その中において、当然、その中身の金額のことと

かを今議論されているところでございますので、そういったことも含めて検討されているも

のだと認識しております。

以上です。

西井委員長 西川委員。

西川委員 結局、今後、見通しは全然立ててないと。金額のことということは、はっきり言うて、営

業の損害賠償どうのこうのという話やろう、向こうから言えば、 城市に。その話し合いを

他人事みたいに、弁護士に任してあるねんて、それ、今後、どう積極的にやっていこうとし

てんの。そんな和解の勧告が出たところで、金額によっては和解に応じようかと思うてんの

か。一銭も和解のためのそんな損害賠償みたいなん、せえへんわと言うんか。それで、また、

それ出ても、いや、こういうことで次のとこへ訴えていくねんという姿勢でいくんか。それ、

いつになったらそれら辺が出てくるの。こういうことをいつまでやって、いや、報告する事

項ありません。裁判ずっと維持するの、ようさん裁判抱えたはるけど、こんな裁判維持して

いくの、全部税金でやで。どういう見通し立ててるの。もうええわ。もう３回目やから返答

できへん。

西井委員長 ただ、これ、重要な問題ですよ。誰か答弁できたら。

副市長。

松山副市長 副市長の松山でございます。

訴訟全般のお話ということで、別にも訴訟を抱えてるだろうと言っていただきましたので、

そこも踏まえてということで私の方からご答弁をさせていただきたいと存じます。

市の方から訴えの提起をしたものにつきましては、これは、十分調査をした後に、また住

民監査請求の勧告も踏まえた中で、ある意味、法的措置の手続の延長としてやっているもの

でございますので、こちらにつきましては、しっかりと裁判を維持して、市の主張をしてい

こうと存じます。

一方、残念ながら、今、当該取り上げていただいてます事例のように、市が訴えられてい

るものもございます。本案件につきましても、非常に残念ではございますが、当時、確かに

異物混入の事案をきっかけとして、どうしようかということで、給食を継続しなければなら

ないということで、一時的に代替措置をしたわけではございますが、その代替措置をしてい

る途中で、もともとそういったこともあって、訴えられたといったこともあるわけでござい

ますが、訴えられた以上は、市はその時点では、その当時の最善の判断をしたという意味に

おいて、いろいろ手続を続けている途中で、市側について損害賠償で訴えられたということ

でございますので、この時点におきましては、これは、市の方のこれまでの対応が正しかっ

たという主張を繰り返して、しっかりと認めていただくと。ある意味、ほかの部分でご答弁

を申し上げたこともあるかもしれませんが、訴えられたことにおいて、市の方では、これは

負けるわけにはいかないということで、最大限の防御を尽くすというのが今の市の姿勢では
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ないかと存じます。

口頭弁論ということで、公開の法廷でいろいろと議論された以外にも、当然、そこに至る

までに裁判官を交えた打ち合わせがございますので、その中では、これは非公開ではござい

ますが、当事者同士では当然、訴訟代理人として弁護士は立てているとはいうものの、当然、

市の担当者も出席しながらいろんなやりとりはしておりますので、その中では、委員が質問

で、ここでご披露されたようなこともあるとは聞いておりますけども、そこも含めて、現段

階では市は訴えられている側でございますので、しっかりと市の主張をしていきたいという

ふうに思っております。また、和解は和解で、これも議会で議決をいただいて、でないと和

解という手続もできませんが、現時点では、まずは市の主張をそのまま続けていきたいと存

じます。

それから、市内の業者でございますので、当然、市内の業者としてこれからもしっかりと

経営、運営はしていただきたいと存じますが、今の段階では訴えられている者と訴えをして

おられる側でありますので、余り将来のことについて、現時点でこういった公開の場ではは

っきりとしたことは、訴訟が継続中でございますので、訴訟の内容そのものにかかわる話で

ございますので、なかなかこの場でいろんなところを申し上げるわけにはいかないのかなと

思っておりまして、市の方でも決して、余りドライに何から何まで割り切ってというわけで

はございませんが、今はとにかく訴えられてる側ですので、負けないように最善の努力を尽

くしていくのが現在の市のスタンスではないかと思っております。この場ではこれ以上のこ

とといいますか、これ以外のことは申し上げられないと存じます。

以上でございます。

西井委員長 誰かほかに質疑はございませんでしょうか。ないようなら、再度言うてもうて結構です。

谷原委員。

谷原委員 最初に西川委員がおっしゃられたことで、私も、市民の方も見られてるかとも思いますの

で、要は異物混入の件なんです。これは、そういうふうにおっしゃったけれども、具体的に

数字として最近どうなのかということをお聞かせいただきたいと思います。ただ、異物混入

の件に関しては、混入があったときの業者の対応の仕方が、全く安心性とか信頼性というこ

とで、それも過去議論あったところですけれども、そのことは了解した上で、現在の異物混

入はどうなってるか。それについてどのような改善がなされてるのかとお聞きします。

西井委員長 油谷所長。

油谷給食センター所長 給食センターの油谷です。よろしくお願いします。

ただいまの異物混入の状況についてのご質問ですけども、本年度の異物混入の状況なんで

すけども、残念ながら若干の異物混入の事例は発生しております。今年度４月から現在まで

におきまして、トータルの件数で24件あるんですけども、こちらは、学校へ持っていく間の

分も、学校で配膳途中で起こった事案も含めての件数になります。それぞれ業者がかかわっ

てる分につきましては、それぞれ業者からのこの事例につきましての報告をいただきまして、

その報告の中で、どうやって改善していくかというふうなところも含めて報告いただいて、

今後の対応をいただいております。
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以上です。

西井委員長 谷原委員。

谷原委員 わかりました。なかなか100％なしにするというのは、どんなことでも難しいところだろ

うとは思いますけれども、業者の部分については改善するということを、原因を含めてなさ

れてるということなんですけれども、私も、前も申し上げたけれども、地元業者については、

育成していくという観点から、失敗があったからといって、それでずっとあかんということ

ではないと思うんです。業者さんも努力して改善されますしね。そういうことの流れの中で

お聞きしたいんですけれども、その業者さんは、例えば過去、多々異物混入があったと思い

ます。そのたびに改善について提言もあり、そういうふうにされてきたと思うんですけど、

そういう面については、もう減ってきてるということなんでしょうか。そのことについてお

伺いします。

西井委員長 油谷所長。

油谷給食センター所長 給食センター、油谷です。

ただいまの異物混入の事案の件なんですけども、今、トータルで24件というふうに申し上

げましたけども、今現在、米飯とパンについては、米飯については24件のうちの７件、パン

については24件のうちの２件というふうになっております。パンについては製造工程の分が

原因とわかっておりますので、こちらの原因を究明していただいております。それと、米飯

につきましては、製造工程よりも配膳の後の部分が多くて、製造工程の中でしたら２件、学

校へ行くまでの工程の中では２件ほどでございます。異物が混じってたのと、あと、最終的

にはでん粉の焦げと判明した部分もございまして、そのような状況でございます。よろしく

お願いします。

西井委員長 谷原委員。

谷原委員 言いっ放しですけれども、米飯については、言ってみれば、１件ですよね、本当の異物と

いうのは、でん粉の焦げだから。だから、４月からこの時期まで大体これぐらいまででおさ

まってるのは、過去幾つか何度もこの委員会で異物混入の数を聞いてまいりましたけれども、

大きく改善されているのがわかりました。こういうことを踏まえて、業者がかわっても、異

物購入については、これは１つの水準になるのかなというふうに思いましたので、今後とも

議論する上では具体的な数字を出しながら、異物購入がどうであったか、改善してるのか、

具体的に論証していけたらと思います。ありがとうございました。

西井委員長 ほかにありませんでしょうか。

梨本委員。

梨本委員 私も、西川委員言われるように、地元業者をしっかりと育成していくという観点、本当に

大事だなと思いますので、改善してるのであれば、取引再開をぜひ応援したいなというふう

に思ってます。とにかく一番考えないといけないのは、子どもたちに温かくておいしいパン

であったり、お米、そういったものを食べられるようにしてあげる。それができたら本当に

どれだけいいことかなというふうに思うわけなんですけれども、１点だけ確認させていただ

きたいんですけれども、当該業者さんにおいてはＩＳＯもとっておられるので、大丈夫だと
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思うんですけれども、コンプライアンス上ほかに問題ないのかなというところだけ確認させ

てほしいんです。例えば、今回、西川委員が一般質問でも取り上げられましたけれども、例

えば、農地法とか都市計画法、建築基準法、こういったところのコンプライアンス上の問題

がないのかということが確認できているのか。私はないと信じてるんですけれども、もし、

あれば、ここまでの議論が白紙に戻ってしまう可能性があるわけです。ですので、一般質問

で理事者側からの答弁では、県に監督指導権限があるということで、その辺は承知してるわ

けなんですけれども、これを徹底的に追及する議員さんもおられる以上、無視できへんのか

なというふうに感じております。私としては、給食食材を納入することと、建築基準法とか

都市計画法、農地法というのは関係ないんじゃないかなと思うんですけれども、市側の答弁

で見過ごすことはできないということもおっしゃってますので、その辺確認ができているの

か。確認できているのであれば、問題があるのかないのかということを教えていただけます

でしょうか。

西井委員長 油谷所長。

油谷給食センター所長 給食センターの油谷です。

先ほどのご質問の件なんですけども、コンプライアンス上の問題といいますか、農地法で

あるとか、その辺については特に問題はないものと考えております。確認の方はできており

ませんので、それでよろしいでしょうか。

西井委員長 梨本委員。

梨本委員 急な質問なので、確認できてないということなので、確認できてたら、できた段階でまた

報告していただきたいと思うんですけれども、前回、これは市長部局と教育部局で違うと思

うので、その辺どうかなと思うんですけれども、一般質問でああいう質問が出た以上、今後

こういったことは問題として無視できなくなってくるのかなというふうに私は思うんです。

確認していただきたいのを正確に言うと、農地法でいうと農地転用ができてるか。これは、

ちゃんと申請が出てるか出てないかということがまず問題だと思うんです。ですので、無届

けであるということは、これは重大な農地法違反だと思うんです。申請がある程度ちゃんと

出されてるのであれば、その土地の所有者さんに関してはちゃんとやられてると。その後の

土地の利用者さんに責任があるということになりますので、その辺、申請の有無だけ確認さ

せてください。

都市計画法と建築基準法については、給食センターとか教育部局に言うのは酷だと思いま

すので、都市整備部の管轄ですし、正確に言うと県の管轄になりますので、以前の対応から

すると、本来であれば都市整備部でやるべきだと思うところを、担当部局でやっておられた

というふうにも聞いてますので、その辺、是正計画書の対応なんかも含めて今後どうされる

のかなというところも聞きたいと思ってます。

違反が確認できるのであれば、その辺、基本的には是正計画書の提出を受けて、すいませ

ん、これ、仮定の話なので、提出を受けて、その後に違反の解消が行われた後に契約すると

いう流れになると思うんですけれども、私としては、委員会で安心して議論させていただく

ために、そういった情報をぜひいただきたいということでお願いしておきます。
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それと、２つ目なんですけれども、関連の質問なんですけれども、給食の備品の納入業者

さんかどうかというのは、私も定かではないんですけれども、ほかに教育部局において契約

を結んだ業者さん、そこについては同様にコンプラ違反の問題がないのかなというところを

問わせていただきたいんです。というのは、今してる話は、当該業者さんに関しては、これ

から裁判の和解があった後に契約していこうという話ですので、まだ契約はしてないわけで

すよね。ところが、今現在、市と契約している業者さん、この業者さんに先ほど言ったよう

な違反があるのではないかということが風の便りに、私、聞こえてきとるわけです。去年、

今年に契約した業者さんの中に、教育部局で契約した中に、農地法、都市計画法、建築基準

法の違反がないのかを教えてくださいということで、これが２点目です。もし、気づかずに

契約してるんでしたら問題ですので、見過ごすことができないということになると思います。

その際にダブルスタンダードになるような対応がないのか。きちっと同じように、先ほど言

った事実を確認する。違反があれば是正計画を提出させる。それを完了して、そして、その

手順で対応が行われるかというところを聞きたいというのが３点目です。

以上です。

西井委員長 副市長。

松山副市長 副市長の松山でございます。

本件、もともとが学校給食についてという議題についてであります。梨本委員のご質問の

中にも、その前のお問い合わせで、今後どうするかということについて西川委員の方からも

いろいろご心配いただいて、ご質問はいただいたわけではございますが、一方で、ある意味、

私の答弁、ご理解くださいと、ここまでしか言えませんという中で、今は訴えられてますと、

訴えられてる中で裁判は継続中でございますので、裁判の今後の行方につながるような発言

はここではできませんから、そのあたりは、言えることは申し上げましたけども、ご理解く

ださいということを申し上げてるわけです。梨本委員のご質問は、ある意味、そう言いなが

ら、言い過ぎますと、私は、一回も私自身は固有名詞なり、相手方が特定できる発言はして

おりませんが、委員の皆さんの中でぽろっと言っておられることもあるかもしれませんが、

当該業者がこの後また市と契約できる状態になったときに、さらに、当該業者においてコン

プライアンス違反があるかないかという、申しわけありませんが、仮定に次ぐ仮定のお問い

合わせになってるかと思いますので、申しわけございませんが、理事者としては、この委員

会のこの調査案件の中でそこまでお答えするのは適切ではないかと存じておりますので、今

回はここではお答えを控えさせていただきたいと存じます。

以上でございます。

西井委員長 梨本委員。

梨本委員 わかりました。結構でございます。今後のことにつながるので、その際にはきちっと対応

していただきたいということなので、そのことだけちゃんと確認できてるかというお話なん

です。私も固有名詞でどこの業者ということは言っておりませんので、ただ、本当に心配な

のは、そういった契約関係を今後ちゃんとやっていこうと、コンプライアンス基準をちゃん

とやっていこうということを議会で言ってる以上、それに従ってきちっと行政側も対応して
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いただきたいということをお願いしてるわけです。ですから、今後もそういった形について

は、きちっとコンプライアンス違反の対応はないのか、その辺を確認しての契約をお願いし

ておきます。

以上です。

西井委員長 ほかにございませんでしょうか。

西川委員。

西川委員 どこへ話を持っていってもええのやったら、何ぼでも言うけど、今、給食の異物混入のや

つ、きちっとそうやと言うてるか、わし、きちっと調べまっせ。聞いてる話では、ピンとい

うか、危ないようなもんも混じっててこうやとか聞いてるから、それはただ聞いてるだけや

から、今、正直に答えたんや。米では焦げの分だけしか入ってないと。それやったら、きち

っと、また異物混入のことについてはずっと続いていく話やから、私はしっかりとまた皆さ

んに資料ももうて、やります。ただ、副市長に言うてんのは、それは副市長が言わはるとお

りや。訴えられてるねんから。負けるような対応はしませんと。きちっとそうします。そち

らではそれしか言いようあらへん。ただ、この見通しを、これ、いつまでということぐらい

わかってるのと違うかな。裁判所がいろいろやって、和解の話し合いをせえと。ほんなら、

いつ、どういう形でやるのか知らんけど、２月か３月ぐらいには、どんな話し合いして、そ

の話し合いは決裂するのか、いや、弁償してでも和解の方へ持っていくのか。それは、そち

らの判断やから、言えへんのはわかってるけども、時期がそんなあらへんの違うかと、そう

いうことがわかってたら、普通考えたら、来年１月や２月には何らかの、どっちかの方向に

なるやろうと思います。そのときにどう対応しはるのかな。そのときにそれはまた質問しま

すけど。

それと、何か農地法やとか建築基準法、あそこでも今、裁判沙汰になってる業者さんの方、

そこはちゃんとしたものを建ててるのかどうか。そこのコンプライアンスの違反があるのか

どうか。僕が質問したのは、是正計画を出してるか。一般質問で言うやん、いっぱい違反し

てるとこはありますよと。そんなんを取り締まりなさいよ。ここ、こうやと言うてないやん、

僕。ここは特別にこういうふうなことを７年前に出したはるから、市として対応しなさいよ。

それが、県が許認可権あるから、県と一緒に行政をやってんねんから、対応しなさいよ。そ

の権限はないのはわかってるけれども、ただ、免許に例えて言うたけれども、警察官やから

免許証を見せろって、こういう警察官の立場には 城市はないと僕は言うてますやん。ただ、

開発の指導要綱を持って、そこにのっとって来てるわけやから、少なくとも 城市の中でガ

ードマン的な、ただ単なる一般市民ではないですやろうと。そこを県の方との協力をもって、

そういうふうに是正計画を自分から出したはるから、やりなさいよと。ほんなら、今おらへ

んから、こんなん返答結構でっせ。はっきりとそういうふうなことを他法令で違反してても、

他法令で違反の状態にあっても、１つの許認可権を他法令の違反とは関係なしに、この許認

可はせなあきませんねんということもあるわけやん。県の方でもほかの町や市でも、こうい

うことは違反やねんけれども、このことに関しては、他法令とは関係なしに出てきたら許可

しまんねんというとこもあるわけで、そういうふうなことを、梨本委員言わはるように、あ
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かんかったら指導したらええやん、是正計画であろうが何であろうが。言うてるやん。是正

計画をやって、そのときに排除しようとしてるのと違うやん。そのときこういう是正をした

ら、引き続き世話になってんから、こういうふうにやりますよということやん。何月何日ま

でにこうしますわと。そういうことやんか。そんな、今でもどういうことを聞こうとしたは

るのか知らんけれども、僕はそんなことを言うてるのと違うやん。そこがあかんかったらあ

かんできっちりと対応したらええやん。そんなことと違うやん。何でこういうふうな裁判に

打って、和解の話し合いをせえというふうに言われてんのん違いまっかと言うたら、今、森

井部長が言うように、そういう話し合いは弁護士を通じてしてますよということを言うてる

んやんか。そしたら、いつまでその話し合いをするんですかと言うても、大体いつまでとい

うことを言わへんから、それをいつまで話し合いするのって聞いてるねん。いつまで話し合

いを、ずっとするの、その和解。

（発言する者あり）

西川委員 違うの。俺が知ってるのはおかしいて言うてるの。俺そんなん知らんよ。そんな話と違う

かと聞いてるねん。違うんかい。違うんやったら違う言うたらええやん。

西井委員長 森井部長。

森井教育部長 ただいまのお話、あくまで仮定して、今の時期だとそういうことやろうというお話だ

と思うんです。私も、先ほど答弁させていただいたのは、今の時期で、横で聞いてるだけで

ございまして、詳しくどういうふうに進めるかということは把握できておりません。今後進

捗を、毎回立ち会わせていただいて、見守っていきたいと考えております。

以上です。

西井委員長 副市長。

松山副市長 副市長の松山でございます。

西川委員のおっしゃることも、あるいはご心配いただくことも、おっしゃるままごもっと

もでございます。ただし、これ、民事訴訟でございますので、それぞれの主張があって、委

員も道路交通法違反のようなものに例えて言っていただきましたけども、例えば刑法関係で

ございましたら、これをやったらこうだと、事実認定がそのとおりであればこの罪だと決ま

っているわけでございますが、これ、民事の話ですので、双方の主張がありまして、全面勝

訴あるいは全面敗訴もあれば、それぞれの主張のそれぞれのところを、言い分がどれぐらい

あるかということを認めて、どのあたりのところで手を打ったらいいのかとか、あるいはそ

ういった形で判決が出るとか、そういったことも進め方についてはあるわけでございまして、

まさにその中で、現在は市の主張を、訴えられた側ではありますが、正しいと思ってやった

ことについて市が訴えられて、今、いろいろと損害賠償の議論がなされているところでござ

いますから、今、そういった裁判のまさに途中でございますので、本当に委員がご心配いた

だいてることはよくわかるんでございますが、こういった公開の場でつまびらかに裁判の模

様を、今ここまで進んでいるとか、もうすぐ勝てそうですとか負けそうですとか、なかなか

そういったことを現時点でこの席では申し上げられないということについてご理解を賜りた

いということを申し上げておりますので、申しわけありませんが、今の質問に対しましては
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答弁を控えさせていただきたいと存じます。

西井委員長 西川委員。

西川委員 そちらとしてはそういう返答しかないわな。ただ、言うとくけれども、期限、いつまでこ

んな話し合いしてんのということは僕の問いかけやから、今言うたように、それは答えられ

ませんと、具体的にはできませんということやけども、僕はそういうふうに思ってるんで、

別に、先ほど言うたように、そらそうや、今、訴えてる業者さんと和解して、このことでき

たら、大体うちは前向きにその業者さんを考えてんねんと。それをいつ考えるねんて、そん

なことを俺聞いてるのと違いまっせ。そんなんは今やってる最中や、そんなことそっちが答

えられへんのはようわかってる。これをいつまで、ほんで、言うてますやん。来年３月の予

算も議会あるわけやから、そのときになって、今は、聞いてもうたら、教育委員会から一切

進んでないから報告することはありませんということやから、そんなことないやろう言うて

聞いてるわけで、今のことを、森井部長が言うたように、横で聞いてるだけか知らんけども、

そういう話し合いをするようにということで、そういうことは１回か２回か知らんけども、

やってるということやから、いつまでそのことをやるのかということは、またお聞きします。

答えられへんのやったら。

それから、いろんな話も聞かしてもうたんで、それはそれで僕は調べさせてもうて、また

再度質問するようにします。

西井委員長 言いっ放しでよろしいか。

西川委員 そんなん、何ぼ言うても答えられへんやん。

西井委員長 副委員長。

奥本副委員長 お願いと確認です。お願いの方は、今、話の中で、異物混入の細かな数値のことを答

弁いただいてるんですけども、以前は危険物、非危険物というくくりがまずあって、それぞ

れに対して原因を事細かに調べ上げて、報告をいろんな学校の方にはもらってたんですけど

も、この場でそれは出ないんですか。そうしないと、トータルの数字だけとか、そのうち細

かく聞いたら１件だけが焦げやったとかいう、そんなんじゃなくて、それがわかるような書

面というのがたしか資料としてあったはずなんですけど、それは今つくってないということ

なんですか。あるのであればそれを出していただきたい。これ１件、要望。

もう１件、確認が、前回の９月13日の厚生文教常任委員会のところで、おいしい給食を目

指して、プロの料理人のアドバイスをもらえるかどうか検討するということになったんです

けども、その結果というのは、まだ現段階では出ないんでしょうか。これは質問です。

西井委員長 油谷所長。

油谷給食センター所長 給食センターの油谷です。よろしくお願いします。

ただいまの質問ですけども、異物混入につきましては、それぞれ学校から報告いただいて

た分で、報告の方で危険物かそうでないものかというふうなところは上げていただいてます。

現場からの報告と、あと、業者からその状況を伝えて、業者で対応してもらった結果につい

てもこちらの方に上げていただいております。書類としては給食センターに保存はしておる

状況ではあります。
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それと、あともう１件、プロの料理人さんにまたご協力いただくというところなんですけ

ども、こちらについては、10月30日に会合を持たせていただきまして、専門家の方、大田忠

道さんという有馬温泉の料理人の方、かなり有名な方でございまして、その方に来ていただ

きまして、給食で出してる実際のものをお出しして試食という形と、あとアドバイスをいた

だいております。こちらの方につきましては、食べていただいた結果につきましては、味も

おいしいし、内容についても工夫がなされてるし、給食については化学調味料を使ってたら

口の中に感覚が残るので、そういうふうなこともなく、化学調味料とかも使ってないという

のはよくわかるというところはおっしゃっておられました。あと、化学調味料などの使用が

ないところがコンビニ弁当とは大きく違ってて、食育といいますか、健康に配慮して減塩に

取り組んで、児童・生徒の健康や生活習慣病の防止にもつながっていってるのではないかと

いう評価でした。

あと、彩りのある野菜とかがあればなというふうな、添えられたらもっと見ばえもするの

ではないかという意見があったんですけども、こちらの方は、食缶とかの都合で難しいこと

を説明しております。この中でアドバイスいただいたこととしましては、栄養基準とか塩分

の摂取基準とかもありますので、給食自体の味を変えていくことよりも、今ある給食につい

てのメリットを伝えていって、保護者さんに給食への理解を高めていく手法の方をとってい

ったほうがいいのではないかというアドバイスをいただいております。

以上です。

西井委員長 副委員長。

奥本副委員長 ありがとうございました。１件目が、そのデータがあるかないか、あるということで

すけども、出してもらえませんかという質問だったので、そこだけお答えいただければ。要

は、それがはっきり我々も認識できる。以前は調理上の問題、どこに原因があるか、配送途

上にあるのか、あるいは配膳上にあるかというところまでかなり突っ込んでやってはったと

思うんですけども、それもあるということでいいんですよね。

もう一つ、あと、最後の料理人について、来てもらって、問題ないということでしたけど、

そもそも何でこれをやったかという前回の説明では、アンケート結果が、おいしくないとい

う声があったということですけども、あれ、よくその後聞いた上では、子どもに対してのア

ンケートだったんですよね。以前、給食センターができたときに同じような問題が起こって、

当時それぞれのＰＴＡ会長が集まって、校園長会とも相談して、どうしようかというときに、

子どもに聞くと意見が偏る可能性が高いから、それはやめて、学校の先生に聞こうというこ

とでやった経緯があって、そのときは問題ないという結果だった。恐らく同じ結果が出てる

んやと思うんですけども、食育という形につなげていくんやったら、子どもは余りおいしく

ないという認識やったけども、結果としてプロが判断したら問題ないということは、そこを

うまく収れんさせていく、正していくというところが食育だと思うので、そっちの取り組み

のところを今後頑張っていってほしいなと思う次第です。最初の質問だけ、公開できるかど

うかだけお願いします。

西井委員長 森井部長。
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森井教育部長 教育部長の森井でございます。

ただいまのご質問で、まず、異物混入の一覧表につきましては、またご用意させていただ

きたいと思います。それと、今後の取り組みでございます。先ほど、所長の方から言いまし

たように、給食センターの味つけ、当初は味つけということにこだわって、おいしい、楽し

い給食をというお話でこの話をお願いしたいというふうに来ていただきました。そして、打

ち合わせを続けてる間に、味つけについてはすごく高い評価をいただいた。それを先ほど所

長の方から説明させていただいたかと思います。それに基づいて、ではどうすればいいのか

ということをこれから検討していく。その中で、先ほどから出てますが、食育をしていく。

子どもたちに正しい味を覚えてもらうということがすごい重要ですよというお話もいただい

ておりまして、今現在、給食センターの管理栄養士の方は、各学期、１学期、２学期、３学

期に、２人で手分けして各学校に食育の教室、授業をしに行ってます。その中身につきまし

ても、他市町村に比べて回数が多いらしいんです。他市町村よりも多く今も動いてる。せっ

かくそこまで動いてるのであれば、そこにも力を入れて進めていくべきであろうというご意

見もいただいております。そういったことを今後も給食センターと打ち合わせしながら、今

後、学校給食の委員会等もございますので、そことご相談させていただいて、進めてまいり

たいと考えております。よろしくお願いいたします。

西井委員長 ほかに質問は。

内野委員。

内野委員 ９月議会に私も食品ロスのことでご質問させていただいて、楽しい、おいしい給食、今、

奥本副委員長が言われたんですけども、その中で毎月行ってた給食の検査表というのが、月

１回から毎週させていただくようにしますということをお伺いしたんですけども、それはも

う始まってるんですか。

西井委員長 油谷所長。

油谷給食センター所長 給食センター、油谷です。よろしくお願いします。

先ほどのご質問ですけども、以前は検食結果のときにその意見をいただくというスタイル

でした。お話があってから、２学期からは毎週、給食当番の健康チェック表を返していただ

くタイミングで、学校給食についての反応を返していただくように変えておりまして、こち

らの方、そのような形で運用させていただいております。

以上です。

西井委員長 内野委員。

内野委員 ちょっとわかりにくいんですけども、毎月行ってた給食検査表というのと、今言うてる健

康検査観察表というのは違うものなんですか。すいません。

西井委員長 教育長。

杉澤教育長 教育長の杉澤でございます。

今のご質問の内容は、私も現役のころは毎日、ある一定時間前に、各学校はいまだに検食

もしております。私も検食した結果を書いてたんですが、結果が出るのが、１カ月後しか給

食センターに出さなくていいんです。それで、今の議論の中で、幾ら検食しても、その情報
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が給食センターに伝わらないじゃないかというような議論の中で、それやったらもっとスパ

ンを短くするようなものはないかということで、今、所長が説明あった、１週間ごとに報告

する内容のものがあるんです。そこに給食に対する意見を入れてもらって、給食センターに

届けてるというような状況なんです。このことも、先ほどおいしい給食で、大田さんに来て

いただいて、さまざまご意見いただく中で、味の件もありますし、さまざまな広報の仕方と

か、それから、そういった味の検査的なもの、そのあたりも考えていく中で出てきた方法で、

前にご報告させていただいたというのが現状でございます。

以上でございます。

西井委員長 内野委員。

内野委員 ありがとうございます。よくわかりました。検食をしていただいて、食品ロスに反映をし

ていただいてるということをお聞きさせていただきました。今後とも効果が上がりますよう

によろしくお願いいたします。

西井委員長 ほかに質疑はございませんか。

谷原委員。

谷原委員 プロの料理人の方に来ていただいて、勉強会をしていただいたということで、私も今のお

話を聞いて、本当に安心いたしました。管理栄養士の方、それから調理人の方、大変ご努力

されてるんだなと、味も工夫もいいと。さらには、化学調味料も使っていないということも

よくわかって、これはコンビニ弁当と大きな違いであると。子どもたちに正しい味を覚えて

もらうことが食育の上で大事だということで、こういうお墨つきをいただいたような気がし

て、本当にうれしいことだと思うんですが、私、これは広報か何かでそんなことを出された

のかなと、大田さんの。つまり、給食への物すごい関心があるんです。この間も給食甲子園

があって、奈良県では給食甲子園で出てました、ならナビか何かで。いいなと思って、だか

ら、 城市としても給食の取り組みをやってるということを、広報とかでちゃんとばんと出

されたのかなというところ、僕あんまり記憶ないので、そのことについてお伺いします。

西井委員長 森井部長。

森井教育部長 ありがとうございます。実は、このことをどうやって伝えるかというのを今詰めてい

るところでございます。ただ、こういった場所ですので、今、教育長にも確認をとらせても

らったんですが、大田さんから、先日、昼に突然来られるということで、実は私ども職員、

慌てました。あと10分で来ると言って、実際には30分ぐらいおくれて来られました。その間

に給食を食べるからと言われたので、置いておきました。当然ですが、冷えるとこまで置い

てある状態で試食していただいたという状況でございます。その冷えた状態の給食を食べて、

その上で味のチェックをされて、帰りしなに私どもの方に評価していただいたのが、先ほど

所長が申し上げた内容でございます。そのとき、大田さんから、私の名前を使っていいよと、

説得するのに、味についてどうしても疑われてるのであれば、正しい味ということをわかっ

てもらうためには、私の名前を使ってでも説得しなさいというところまで今お話をいただい

ております。それをどういうふうな形で広報していくかというのを内部で今詰めているとこ

ろでございます。



－62－

以上でございます。

西井委員長 ほかに質疑はございませんか。

（「なし」の声あり）

西井委員長 ないようであれば、本件につきましても、本日はこの程度にとどめたいと思っておりま

す。

次に、磐城小学校附属幼稚園周辺一帯整備についてを議題といたします。

本件につきましては、理事者より報告をお願いいたします。

森井教育部長。

森井教育部長 教育委員会の森井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

調査案件３、磐城小学校附属幼稚園周辺一帯整備についてご説明させていただきます。お

手元に配付資料、Ａ３の紙を７枚配付しておりますので、ご確認ください。現在までに提出

させていただいております図面を７枚ご用意させていただいております。以前配付したもの

と同じものでございます。磐城小学校附属幼稚園周辺一帯整備につきましては、現場の方が

住宅の集積地であり、道路も狭い場所でありますので、また、それに加えて、工事期間中も

幼稚園、小学校の登下校があるという、そういった場所でございます。これらのことを踏ま

えまして、教育委員会では、教育総務課、幼稚園、小学校及び業者様と連携を密にして、本

日まで工事に当たってまいりました。１枚から６枚目までの資料につきましては、以前から

配付して、変更のない資料となっておりますので、説明は省略させていただきます。

まず、一番最後の７枚目の資料をごらんください。工程表となっております。現在の進捗

状況は、計画どおり進捗しております。図の中の①から②の矢印をごらんください。前半ま

での基礎部分の工程、そして、骨組みの組み立て工程を終えまして、12月からは②の黄色の

矢印が入っております、屋根ふきの段階まで進んできております。今後につきましては、外

壁の工程に移り、内装や設備等の仕上げを終え、１期工事の完成の予定となります。仮使用

の認定後に使用を始める計画でございます。

以上でございます。

西井委員長 ただいまご報告願いましたが、このことについて何か質問はございませんでしょうか。

前にも委員会とかで出てたと思うんですけど、一応、再度、磐城小学校周辺の１ページ

目の全体計画図のことについて、バックネットが移動するとかいう話も何度も聞かせてもら

ったんですが、敷地が移動する、幼稚園からがふえて、小学校の敷地が減るという中で、運

動場の開口部は広くなると、この敷地の間は別に境目があるわけではないというふうなこと

で、今後、この２つの連続したグラウンドで、実際問題、小学校の敷地が減る中で、今後の

運用についてどのように予定されているか。それをお聞かせ願えますでしょうか。

西井委員長 教育長。

杉澤教育長 教育長の杉澤でございます。

私もさまざまな学校等を見せていただいて、このように小学校と幼稚園が隣接していると

ころで、ここに書いてある線のところにフェンスの張ってあるところはあります。そういう
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ところは本当に、ここが幼稚園、ここは小学校という使い方をしているところなんですが、

磐城小学校並びに附属幼稚園の場合、そういうフェンス等は一切設けておりませんので、こ

れが工事完成した暁には、ここにある線のところは一切何もなしになりますので、使い方は、

広くどちらの方も使っていくと、そういうふうなことで、運用計画というような大層なもの

は考えていないんです。

何か補足ありましたら、お願いします。また詳しい説明しますので。

西井委員長

難しい聞き方をしたかもしれませんけど、要は、実際問題、前に比べて開口部は広くな

ってますと。つまり、小学校の敷地としては狭くなるんだけれども、前は磐城幼稚園の校庭

としては広くなるという感じですよね。それは、ここまでが幼稚園だ、ここまでが小学校だ

というふうに細かく切らないで、そこのあたりは幼稚園と小学校を一体化して利用されるの

かなと今までの話を聞いてて思ってたんですが、そういうふうなことについてはどのように

お考えですかというような意味の質問です。

西井委員長 教育長。

杉澤教育長 教育長の杉澤でございます。

先ほどご説明させていただきましたように、一体として使っていこうというふうに考えて

おります。例えば、今までだったら、幼稚園のところと小学校のところ、これ、長いところ、

こういう使い方はできなかったんですけど、四六時中使うわけではありませんけど、ときと

場合によっては、この長いところも使えるだろうと、幼稚園、小学校が有効的な利用を考え

てくれるというふうに考えております。

以上でございます。

西井委員長

私の言い方が、質問の仕方が曖昧だったので、すいませんでした。私が言いたかったの

は、一体してますけども、幼稚園の子は小さいですし、高学年の大きな子もあって、激しい

運動をする学年の子もいると。そういう中で、安全にということで、それは配慮してくださ

っているというふうに理解いたしました。

西井委員長 ほかに質疑はございませんでしょうか。

（「なし」の声あり）

西井委員長 ないようであれば、本件につきましても、本日はこの程度にとどめたいと思っておりま

す。

次に、水道事業に関する諸事項についてを議題といたします。

本件につきましては、理事者よりご報告をお願いいたします。

西口水道部長。

西口上下水道部長 上下水道部、西口です。よろしくお願いいたします。

９月の本委員会で計画の報告をさせていただいてから、県域水道一体化の各作業部会でい

ろいろな検討を行っており、予定では、各市町村単独での経営を継続した場合のシミュレー

ションができているはずなんですが、各市町村から上がってくるデータに不備等がありまし
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て、時間を要しているようでございます。また、県の一体化のシミュレーションの方も同様

におくれているようで、今回新しく報告できるものはございません。ですので、新たに委員

になられた方もおられますので、これまでの経緯について簡単にご説明申し上げます。

平成29年10月に、県域水道一体化の目指す姿と方向性が示されました。今後の水道事業が

抱える課題として３点挙げております。１点目が、人口減少による給水量の減少、２点目が、

施設の老朽化あるいは耐震化による更新投資の増大、３点目が、職員の減少、技術力の低下

であり、こういう状況であれば、各市町村が現状での単独で事業継続は困難であるというこ

とを言っています。その解決策としまして、水道の広域化を推進し、業務の効率化を図ると

いうこと、施設の投資の最適化を行う、あるいは基幹浄水場への集約を挙げております。

去年４月に、県と市町村で一体化検討会がスタートしまして、施設関係では、浄水場、配

水地、配水管路等の施設の共同化、維持管理等について検討を行ってまいりました。総務関

係では、組織の運営、経理、財政運営、営業業務等について検討を行っております。しかし

ながら、各市町村の水道事業は、 城市のように自己水を持っているところ、あるいは県営

水道100％のところもあり、それぞれの思惑でなかなか一体化の道筋、姿が見えてこない状

況でございます。その流れを受けまして、この８月30日に、県域水道一体化検討会が開催さ

れたときに新たな提案がなされました。資料の４ページをお開きください。

これまでは上の水色のビジョンと書いてあるスケジュールで、令和２年度に覚書の締結を

行い、令和８年度に経営統合、その後おおむね10年以内に料金の統一を見据えた事業統合を

目指すというスケジュールが描かれておりました。今回、新たな手法として、令和２年度に

覚書の締結を行い、令和４年度から令和６年度の間をめどに事業統合を行う計画が提案され

ました。その経緯、考え方、スケジュールについてご説明申し上げますので、資料の１ペー

ジ目にお戻りください。

今までの検討会等の会議で、市町村からの意見としまして、経営統合の段階を踏んでから

事業統合というやり方は、責任の所在が不明確である。また、個別の最適化が進むとされま

して、国の意見も同様に、初めから事業統合で進むのが望ましいとされています。

次に、２ページをお願いします。事業統合の検討の方向性としまして、奈良市企業局から

提案がございまして、設立当初は複数の料金制度でも可としながら、県内でも水道料金の比

較的安価な奈良市の水道料金で当面維持してはどうかとし、課題としては、将来どれぐらい

の値上げと更新費用が必要となるかということとされています。今後の検討方針としまして、

市町村単独で事業を継続した場合と、事業統合した場合の供給単価の比較検証を行い、事業

体間の資産や経営格差の是正に向けた財政ルールの設定等の検討を行うとしています。

次に、３ページをお願いいたします。３ページに、企業団における組織のイメージ図があ

ります。議決機関として企業団議会、執行機関として企業団、構成団体として運営協議会、

そして監査委員を設けるとし、企業団の統一料金に賛同できない市町村は、セグメント会計

にて参加する形となります。

次に、４ページの統合に向けたスケジュールの見直しについてですが、下の柿色の部分が

新しいスケジュールとなっております。令和２年度に覚書を締結し、令和６年度までに企業
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団を設立するスケジュールとなっております。

最後に５ページ、覚書締結、協議会設置までのスケジュール案ということで、今年度は各

シミュレーションを行い、効果額の算定、基本方針の策定、施設整備計画案を作成し、令和

２年度にその資料の微調整を行い、議会説明から覚書締結につなげていくスケジュールとな

っております。

以上、簡単ではございますが、現状の報告、説明とさせていただきます。

西井委員長 ただいま報告願いましたこのことについて、何かご質問等はございませんでしょうか。

谷原委員。

谷原委員 今、特に新たに報告することがないということで、９月定例会の厚生文教常任委員会の中

で報告された、統合に向けた考え方の整理という資料を今ご説明いただいたと思うんですが、

そのときは８月末にこういう資料をいただきましたと。実は奈良市の方からこういう提案が

出ましたと。あるいはほかのところからも、企業団でやったらどうやと。２つ並列だったん

です。これまでのスケジュール案と、それから、事業統合をするんだったら新たに企業団を

先に設置したらどうやと。そういう意見があって、こういうスケジュールですと。だから、

併用ということで、今、どっちかいうことはまだ決まってませんみたいな話だったんですけ

れども、今、お伺いすると、これは、これまでのようなスケジュールではなくて、つまり、

これまでのスケジュールというのは、令和６年に経営統合して、おおむね10年後、事業統合

するということのスケジュールでいくということだったんですが、この下、ちょうど４ペー

ジ、５ページになりますけれども、４ページの上のところに、これまでのビジョンではこう

いうことやったと。でも、下の見直し、オレンジ色で書いてあるように、令和４年には企業

団を設立するんだと、事業開始するんだと。１つの企業団ですから、会社になるわけですか

ら、ある意味では事業統合を前倒しでやるというスケジュールだと思うんですけど、これ、

どっちかにもう決まったんですか。そこをお伺いしたいんです。

西井委員長 西口部長。

西口上下水道部長 上下水道部、西口でございます。

ただいまの谷原委員の質問ですが、スケジュールにつきましては、今の流れとしては、こ

の新しいスケジュールでやっていこうという方向に、県の事務局の方は躍起になってやって

いるわけなんですが、先週も県の事務局がうちの方に施設の共同化という件でこられたとき

に、ほんまにこのスケジュールでいけるんですかということを問いただしたら、県の事務局

としては、もうお尻が決まっているので、これに向かって頑張っていくという話ということ

を聞いておるんですが、うちの感じている感触からすれば、また、これ、一遍、上のビジョ

ンの水色のスケジュールから柿色のスケジュールに変わっているわけですが、スケジュール

がタイト過ぎて、また、上のビジョンのスケジュールに変わる可能性もなきにしもあらずと

いうふうに考えております。ただ、今の段階では、下の柿色の令和２年度の覚書締結から企

業団設立のスケジュールでいくというのは、表立っては、こっちの方を県の事務局は申して

おります。

以上です。
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西井委員長 谷原委員。

谷原委員 ありがとうございました。でも、いずれにしても令和２年度中に覚書を締結するというこ

とですから、その覚書においては、そういうことはちゃんと明記されるものだろうと思いま

すので、覚書の案が出るころにはどちらかのスケジュールになるんだろうと思うんですけれ

ども、私としては、議論する上では早目に出していただきたいと思うんですが、なかなか進

捗状況が思わしくないというふうなことでありました。

そこで、もう一つお聞きしたいんですけれども、当初、奈良県の地域政策課が中心になっ

て、各市町村の水道局の方々が集まって検討会をやっておられたと思うんですが、この４月

からですか、ここに書いてあるワーキンググループということで、５ページのとこですかね、

新しく設定されて精力的に案をつくっておられるということなんですが、そのときに、前の

お話だと、県の地域政策課と、それから奈良市の水道企業局の方が中心になって、この検討

会のワーキンググループを取りまとめてるというふうに伺ったんですが、それはそういうこ

となんでしょうか。もし、そうであるとすれば、なぜ県と奈良市が一緒にやるということに

なってきたのかということです。これまでは県の地域政策課が各市町村の意見をまとめてや

っていくということだったんだけれども、奈良県の地域政策課が奈良市の企業局と一緒にな

って、案を出しながら各地域をまとめていくという、この経過を教えていただけませんでし

ょうか。

西井委員長 西口部長。

西口上下水道部長 今の事務局の形態になった経緯なんですが、もともとは県の地域政策課と奈良県

水道局が一緒になって一体化を進めるような体制となっておりました。それでは、県は給水

事業の経験がありませんので、市町村の意見を取り入れて、県と市町村が一体になって一体

化の形を進めていこうというようなことになって、この４月から、地域政策課で一体化を担

当していた担当者が水道局に異動してきまして、県の水道局に事務局を置きまして、そこに

一体化の中心といいますか、検討する事務局がございまして、それとは別に、奈良県の企業

局の方が割と一体化に関して積極的な考え方を持っておられまして、今までのやり方ではな

かなか進まないであろうということで、企業局が県の事務局を後押しするような形でこの一

体化の検討会の中に参加してこられたような状況です。

以上です。

（「奈良市」の声あり）

西口上下水道部長 奈良市企業局です。

西井委員長 谷原委員。

谷原委員 わかりました。要は、奈良市の企業局が積極的にそこへ入ってこられたと。その理由とし

て、県の方は、言ってみれば、給水事業の経験がないと。つまり、水を用水として市町村に

供給するというのが県水の仕事なので、契約すればその契約金額は全額市町村からもらえる

ということだから、100％取りはぐれもないと。だけど、市町村は各家庭に給水するわけや

から、当然、納付されない方もいらっしゃるし、漏水対策もあるし、いろんなことがあって、

そういう供給のことも含めて企業団をこれからやっていくことになるので、県にはそういう
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経験がないから、奈良市の企業局の方が入ってということだろうと思います。要は、卸売業

しかやってないから、小売業のことはわからんから、小売業の専門家、一番大きいとこへ行

って、大きな小売業、用水も含めて卸売と小売業を一体にしたようなものをつくろうという

ふうなイメージになると思うんです。それで、私は、ここから意見になりますけど、今後、

市町村でいろんな聞き取りがあると思うんですが、奈良市がメインに座られて企業団をつく

られるということに対しては、私は警戒が要るのかなという感じがするんです。と申します

のは、奈良市の企業団の方の指揮命令系統は、県知事じゃないんです。奈良市長なんです。

だから、私は、奈良市が損するようなことは絶対しないと思います。だから、例えば、私が

一番心配してるのは、老朽管の布設、耐震の布設なんかが、奈良市がどれぐらいになってる

のか。あるいは、ほかの県下の市町村がどないなってるのか。それをちゃんと見ないと、極

端に言えば、我田引水みたいなことでやられると非常に困るし、公平性いうとこら辺、私、

城市の利益が本当に守っていけるような形の案が出てるかどうかいうのもありますので、

そこら辺、取り越し苦労かもわからないんですが、企業団ができてしまいますと、大量に入

っていくのは奈良の企業団の人たちですよ。年に２回しか議会ないんだから、これ見たら、

それも２日ぐらいしかないんだから、企業団がいいようにされると、私は、 城市の利益が

守れるのかなということを懸念しておりますので、企業団の組織のあり方も含めて、取り越

し苦労かもしれませんけれども、今後ぜひ頑張って検討会を、 城市の利益が守られるよう

に頑張っていただきたいと思います。

以上です。

西井委員長 ほかに何かございませんでしょうか。

西川委員。

西川委員 理解をきちっとしてないけど、今、これを統合していくと、企業会計でそれぞれの市町村

が持ってるやつを１つにしていくというわけやな。そういうことやな、これ。それをこのス

ケジュールのとおりに 城市は拒むことはできへんのか。ここへ入っていかなあかんのか。

このスケジュールのとおりに運ばんなんのかいな。これありきで進んでいかんと、ここに書

いてあるように、ワーキンググループで厚労省や総務省やとか、いろいろとやってきた国の

施策としても、ここへ 城市は乗っていかざるを得んと。初めのうちは、いや、 城市は自

己水もこうやさかいに、単独で配水管の老朽化とかがあって、それの整備、管理をせんなん

し、その差し引きの話で、言えば、ここへ入ってた方がええんやろうとか、そんな検討もし

はったんかどうかもようわからへんし、 城市、今、石綿管もまだある、老朽管もあるいう

ことやけど、どんだけあるのかも、そうするとまた配水施設そのものの老朽化でせんなんさ

かい、こういうふうにした方が得や、判断も出したはるのか。そんなんよりも、このとおり

進んでいかなあかんと、市長の方はそういうふうに判断を、市長がここのとこへ 城市は入

らへんねんと、今までどおりやるねんと、そんなことは許されへんスケジュールになってる

んですか。 城市は 城市で独自でシミュレーションなり何なりやって、 城市はここへ入

らんとやるねんというふうなことを言えるのかいな。ぱっと奈良市の立米単価でいうと、こ

こにわざくれ 城市と大淀町は113円で、21円もぽんとこの中で上がりまっせと、こう書い
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てあるんで、別にこういう形でいった方が 城市、今、池やいろんな協力して自己水を持っ

てるから、この単価でいけて、それをずっと維持して、企業としてやって、ここのとこへ入

らんといった方が得やさかい、入らしませんねんということを言えるのか、そんなこと言わ

れへんのか。そこんとこがようわからんのやわ。市長はこれをどう捉えたはるのかな。

西井委員長 市長。

阿古市長 返答させていただきます。

前回とまるきり同じ返答になると思います。まだ現在、相手方の条件等が見えてこない。

その中で選択することはできないと思っております。ですから、当然のことながら、 城市

は、単独が有利であればそちらの方を選びます。まだその結論には至っておりませんので、

まだその段階でございます。

以上です。

西井委員長 西川委員。

西川委員 ああ、そうですか、検討してないさかい、まだその考えは出してませんねんと、こういう

ことやけれども、そうすると、結論を出さんなん期限というのは、はっきりと覚書の締結し

たからいうて、このとおり進むわけではないと。ただ、どこで判断をするのかと。企業団設

立基本協定締結、令和６年をけつにしてこれをやるわけや。令和６年まで返事しやんという

わけにもいかんので、どこの時点で、令和２年って、これが始まるの来年です。なるほど、

理事者はみんなよう物事を知ったはるさかい、議会の議員より、そやから、任しといとくな

はれ、損せんようにしまんねんと言わはるのか知らんけれども、 城市の得になるようにし

まんねんと言わはるのかわからへんけれども、少なくとも、どういう議論をどう進めてるの

かということを、委員長、厚生文教常任委員会だけでやるよりも、何か特別委員会的なもの

でその都度やってもらわんと、ほんなら、厚生文教常任委員会だけで、こういうふうにしま

してん、内部でこういう議論して、こういうふうに決めましてん、ここんとこ、こう決めま

してんと言われて、何も資料もなければ、今、水道部長、いや、こんな話し合いしました、

県とはこういうことを言いました、こういうふうに返して、こう来ました言うけれども、今

こんな資料もうて、厚生文教常任委員会の最後の時間にこれをもうて、なるほど、こんな資

料、そんな程度ではうちは議会いかへんと思うんで。

西井委員長 正副で打ち合わせした中で、後で……。

西川委員 いや、俺、そんなん、こっちでどう考えてるのかだけ聞いとかな。

西井委員長 委員会としてはどうするかいうのは、うちが……。

西川委員 それはそうやねんけども、市長の答弁が、この前言うたとおりです、これはまだ判断して

ません、いや、まだこういうことです。そんなん、もうちょっと、こういう大事なことやか

ら、議会に対してこういうふうなことをやってもらえませんかと、特別委員会を設置するな

り、ちゃんと説明するさかい、そうしてもらえませんかと言うのかといったら、いや、私に

任せといてください、まだそんな判断するような段階違うと言うてるものの、こんなんもう

時間、これ、２年、３年で出てくるねんで。どう対応、もう報告するだけで、議会は、私ら

がこないして報告するさかいに、そこを検討してくれはったらよろしいがなって理事者は思
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うてるの。

西井委員長 答弁ちゃんとできるの。部分が超えるん違うかなと思うから、そういうことを言うてる

ねんけど。

市長。

阿古市長 答弁自身は、実は前回も変えてないんです。ですから、そのことについて議会としてどの

ように考えられるのかというのは、議会の中で話していただけたらええのかなと思います。

重大な事項であるということは重々認識しております。ですから、情報が入れば、必ず提供

させていただいてるというのが今現在のスタンスでございます。ですから、前回と情報自身

は、実は変わってない。ですから、前回と同じ答弁になりますよというお話をしております。

このタイムスケジュールについては、このスケジュールでということで、この半年ぐらい

で急に上がってきた案なんですけども、非常に判断する時期が早くなったという認識はして

おりますが、まだ、正直なことを申し上げまして、いろんな提示をされているという状態で

はありません。ですから、先ほども申し上げましたように、これ以上の情報提供ができない

というのが現実でございます。ですから、その状況の中で議会がどのように判断されるのか

というのは、私は、それは議会で最終的に判断していただかないといけないと思っておりま

す。

以上です。

西井委員長 西川委員。

西川委員 これは、議会と行政が、はっきり言うて、今まで僕がこういうとこで質問してて、こうと

違うか、ああと違うかと言うてるあれと違うて、これは議会と行政が一緒になって考えて、

一緒にいろんなことをやっていける。市長よう言うてるやん、車の両輪やって。これはそう

いうもんやんけ。俺は二元代表制やと思うから、それをやるねんで。これはそういうもんと

違うんですか。そやさかいに、もうちょっと、木で鼻をくくったように、言うてまんがな。

議会は議会で考えなはれって。そう言わはるのやったら、それでよろしいやん。そういうふ

うなことを言うてるんで、答弁変わらへんと言うのやったら、それでよろしい。また委員長、

それやったら、ちゃんと議会は議会で対応していきましょう。

西井委員長 市長。

阿古市長 議会は議会で勝手にやりなはれなんて一言も申し上げてないです。重要な案件につきまし

ては情報提供させていただいて、その中でご意見をいただいてるというのが今の現状でござ

います。ですから、厚生文教常任委員会の調査案件の中でご議論いただいてるというのが現

状ですけども、それで不足するというのであれば、その形態を選ばれるのは議会構成の中で、

例えば、それが常任委員会を離れたものにされるのか、されないのか。そのような判断につ

きまして、私の方はどうしてくださいというようなことは差し出がましいと思っております。

非常に案件といたしましては、重大な案件が続いております。消防署の問題も実はそうで

す。いろんな説明をさせていただいた中でご理解がいただけなかったというのは非常に残念

に思っておりますし、いろんな広域化の問題が立て続けに起こっておる中で、議会にご理解

をいただく努力というのはしていきたいと思っております。
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以上でございます。決して勝手にやりなはれなんて一言も申しておりませんので、訂正を

お願いいたします。

以上です。

西川委員 訂正みたいなん、せえへんよ。

阿古市長 強く訂正を求めます。

以上です。

西井委員長 過去に特別委員会は、行政側から要請あったいうこともあると思いますが、この件につ

いては、理事者側から提案して特別委員会設置いうことは考えておられないということでよ

ろしいですか。過去には市当局が行財政改革とかいうのは特別委員会で、行政側から設置す

るいうような話で、議会に相談あって設置したいうこともありますけど、水道のことについ

ては、そのような予定は持っておられないのかどうか。

市長。

阿古市長 それは、お互いの意見調整の中でそういう話になっていくことやと思います。こちらの方

が勝手にああだこうだということではないという理解の仕方をしておりますので、これから

いろんな意見調整の中で、どのような審議の仕方がいいのか、今現状の厚生文教常任委員会

の中でやっていただくのがいいのか、それとも、また全協の席がいいのか、それとも、また

別の委員会の設置の方がいいのかということは、お互いの話し合いの中で結論が出てくるも

のやと思っておりますので、私の方から強制的とは言いませんけども、ああやこうやという

んじゃなくて、お互いのキャッチボールをする中で結論が出てくるものやと思っております。

以上です。

西井委員長 谷原委員。

谷原委員 阿古市長がおっしゃるとおりだろうと思います。議会と行政がお互いにキャッチボールす

る中で、特別委員会なり調査特別委員会などが設けられたら、それはそれでいいんだろうと

思います。私も、この問題は、調査特別委員会なりを設けた方がいいというふうに考えてお

ります。ただ、それを今の時期に余り情報が出てこない段階でどうするかというのは、正副

委員長と行政の方で話し合っていただくこともあるだろうし、あるいは委員会独自の判断も

あるんだろうと思いますが、その理由について少し述べておきます。

実は、今、県の方はこういうプランをつくってます。今の段階は各市町村の独自でいった

場合のシミュレーションです。つまり、広域化に参加しなかった場合は将来どうか。まだ広

域化に参加した場合はどうかは出てないわけですよね。各市町村の具体的な中身がわからな

いと全体がわからないわけやから、まずは独自でやった場合はどういうことになるかいうの

を示すという段階、ところがスケジュールが大変延びていると。その上で、今度全体スケジ

ュールをつくりながら突き合わせてやっていくと。大変な作業をされると思うんですが、私

が先ほど奈良市のことを申し上げましたけれども、日本共産党は水道の広域化を否定してる

ものではないんです。つまり、必要なとこは、人口減少で過疎化が進んでるとこを、そこで

やりなさいなんていうことはできないわけです。とても水道料金が上がって、給水人口がど

んどん減っていくというところではできないわけですから、その周辺のところでそれなりに
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広域化を進めて維持していきましょうと。広域企業団をつくる、このことには否定はしてお

りません。例えば、大阪でも実際に企業団を、最初全部でつくろうかいうことになったけど、

だめになって、じゃあ、必要なとこからつくりましょういうことで、後から企業団に参加し

た方がいいないうことで、後からいくという方式を大阪はとっております。全県一体でばん

とつくったのは香川県の事例です。ただし、香川県は非常に特殊な例でして、なぜかという

と、江戸時代前からだと思います。ここは特別渇水地域なんです。だから、ため池もいっぱ

いあるし、それから早明浦ダムなんか、ああいう巨大なダムをつくってという歴史があって、

その中で一番安い香川市の水道料金に全域合わせますと、それで広域化しますということで、

これは物すごく上げて、それでいこうとなったんですが、奈良県の場合は、先ほどあるよう

に、各市町村ばらばらと。特にこの 城市は、自己水源も非常に安く給水できる歴代の先輩

方の努力もあり、本当に安い水道を提供してきてるわけですから、財産もあると。ところが

そうでない、県水に行った方が絶対得ですというとこもあるわけですから、そういうところ

と無理やりくっつくのではなくて、必要なところ、今、磯城郡の３町でいろんなことを共同

化してやっておられてきてますけれど、そういう形でやっていくという方法もあるんだと思

います。ただ、今、県は、はっきりビジョンを出しましたから、県域水道一体化ビジョンと

いうことで、28市町については同時に広域化しますということで今走ってるわけです。だか

ら、そのときに、 城市のプランとして、 城市の生きる道を探る。例えば、他府県のこと

も見ながら、我々委員会がしっかりこれでいいのかと、 城市は生き残ろうとしたらこんな

んもあるん違うかということをもって交渉するのと、県から言われて、これはもう流れやか

らしゃあないかと、これまでの広域化と同じような形になるのは、私は具合が悪いと思って

るので、私は、特別委員会でもつくって、議員で研修で実際香川県どうやと、大阪どうやと、

調査特別委員会で議会でやったらいいと思います。こんなんやないかと。何で県一でいかな

あかんねん、そんなもんのるなと、奈良市のええようになるぞというふうなこともあり得る

わけですから、私は、ぜひ特別調査委員会を設けていただいたらと思います。そういうこと

でご意見を申し上げておきます。

西井委員長 ほかにご意見はございませんでしょうか。

（「なし」の声あり）

西井委員長 それでは、ないようであれば、本件につきましては、 城市全体にかかわることですの

で、３月議会をめどに特別委員会を設置してはどうかと思っておりますが、いかがでしょう

か。ただ、３月議会と申しましても、期間として、本会議でまず委員選出をせんなんし、本

会議で認めてもらわんなんから、12月に設置するというのは早いし、また、事項自身がそん

なに進んでこないので、早うつくってもということで、３月でもどの程度まで進捗するかい

うのはわからないけども、準備をしておくということでは必要性があるのではないかなとい

うことで、皆さん方が３月議会で水道の問題について特別委員会をつくろうという意思を思

ってもらえたら、それまでの工程でつくっていくように、また議長にも報告させてもうて、

全協にも相談させてもうて、つくるような議案を出していこうと思っておりますが、よろし

いでしょうか。
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（「はい」の声あり）

西井委員長 では、そのような方向で進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。

それでは、本件につきましては、本日はこの程度でとどめたいと思っております。

最後にお諮りいたします。

ごみの減量化に関する諸事項について、学校給食に関する諸事項について、磐城小学校附

属幼稚園周辺整備について及び水道事業に関する諸事項については、事業の進捗に伴い、随

時委員会を開催し、審査を必要とすることから、議長に対してそれぞれ閉会中の継続審査の

申し出をいたしたいと思いますが、これでご異議ございませんでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

西井委員長 ご異議なしと認めます。よって、これら４つの調査事項については、議長に対してそれ

ぞれの閉会中の継続審査の申し出をいたしたいと思っております。

以上で本日の審査事項は全て終了いたしました。

ここで委員外議員からの発言を、申し出があれば許可いたしたいと思っております。いか

がですか。

川村優子議員。

（川村議員の発言あり）

西井委員長 ほかに委員外議員の発言はよろしいでしょうか。

増田議員。

（増田議員の発言あり）

西井委員長 ほかにございませんでしょうか。

（「なし」の声あり）

西井委員長 ないようですので、委員外議員の発言を終結いたします。

早朝より慎重審議をしていただきまして、ありがとうございました。一番最初の条例案に

ついては、もう少し詳しくいろいろと情報を得てからということで、慎重審議の中で継続審

査という結果が出たと思っております。時間も押し迫っておりますが、委員会はこれにて、

ご協力ありがとうございました。閉会させていただきたいと思っております。

以上でございます。

閉 会 午後４時４９分

委員会条例第28条の規定によりここに署名する。

厚生文教常任委員会委員長 西井 覚


